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学内実績

国際食資源学院

社会的背景

国際食資源学院
Graduate School of 

Global Food Resources
修士

博士後期

特色ある教育 養成する人材像（修士課程）

就職先

15 名 2 年 修士(食資源学) Master of Food Resources

国際食資源学専攻
Division of

Global Food Resources

多様化・重層化する食資源問題
世界人口は2050年には90億人を上
回り，世界の食料生産能力を超過
気候変動により，食料の生産基盤で
ある水資源・土地資源が不安定化
食資源の不均衡や食料分配システム
のひずみによる飢餓と貧困の拡大
先進諸国でも，食品汚染による安全
性の危機などの生活に直結する課題

我が国初の近代農学教育機関として
設置されて以降，外国人教員団によ
る近代農法導入に端を発した膨大な
教育資源（1876-）

北海道開拓のパイオニア及びリーダーと
しての知識と基盤的技術

国立大学では全国最多の12学部を
有する基幹総合大学として，文理融
合教育を実践できる充分な実績

ジェネラリスト的素養として，以下の４つの力
を身につけた人材を養成
① 行動力 的確な状況分析能力やコミュ
ニケーション能力をベースとして課題解決
に立ち向かうことのできる力

② 融合力 俯瞰的，包括的かつ多様な
側面から世界や地域の現実課題を理
解し，文理の知識を活用できる力

③ 組織力 国際協働のための討議や交
渉ができ，リーダーシップを発揮してプロ
ジェクトを牽引できる力

④ 基礎的な問題解決力 問題の核心を
見いだし，その解決にいたる具体的な
方法論を提案できる力

民間企業（総合商社，食品関連企業，
農業機械メーカー，シンクタンク 等）
行政機関（農林水産省，国土交通省，
環境省 等）
博士後期課程（H31設置構想中）修了
者は上記に加え，国際機関（OECD，
FAO 等）及び大学・研究機関

入学定員 修業年限 授与する学位 担当する研究院等
農学研究院

保健科学研究院
＊ H31設置を構想中

工学研究院

地球環境科学研究院

水産科学研究院 北方生物圏
ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ

ﾒﾃﾞｨｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
研究院

教育学研究院

経済学研究院

Ｔ型人材養成カリキュラム
我が国のこれまでの食資源問題
に関わる大学院教育は，「研究
者養成」や「細分化された個別
問題の解決」に特化
世界を俯瞰的に見つつ，専門
家としてリーダーシップを発揮する
ため， 「ジェネラリスト」としての
幅広い知識と，「スペシャリスト」
としての高度な専門性を兼ね備
えた人材（＝Ｔ型人材）を輩
出するためのカリキュラムを構築

文理融合教育
異なる専門の教員による指導に基づき，世界情勢・経済・歴史
等について教育することで，ジェネラリストとしての素養を醸成
総合大学としての利点を活かし，「理系（農・工・環・水・
保・北方生物圏フィールド）」と「文系（経・教・メディア）」の
両方の教員による教育体制を構築

ワンダーフォーゲル＊型学習
食資源に関わる現実課題と向き合うため，
国内外の現場を体験
世界の食資源問題を認識するとともに，主
体的・積極的に自身の関心と関連づけて
学修を発展

＊ ドイツ語で〈渡り鳥〉の意。優れた教員を求めて方々＊
の大学を渡り歩いたヨーロッパ中世の学生に因む。

H29.4設置予定

地球規模で拡大する食資源問題を包括的に理解し解決する国際的リーダー養成(仮称)
資料１



北海道大学 の 教育組織大改造 ～ 学院・研究院化 の 完成 にむけて ～

適切な資源配分 学院での教
育は複数の研究院/附置研等
の教員が担当できるため，
研究領域に縛られることなく
教育資源を再配分可能
機動性 社会が要請する新たな
教育の実施にあたり,教員組織
再編を伴わずに機動的に
教育組織を設置可能

③ 学院･研究院の効果

研究院Ａ

研究院Ｂ

研究所Ｃ

学院Ｘ

学院Ｙ

教育と研究の目的は必ずしも一
致しないため,学教法100条に
基づきH17から段階的に，各研
究科を学院＆研究院 に分離

② 学院・研究院とは

教員が所属。研究目的に応じ
つつ,教育上の必要性を考慮

研究
院

大学院生が所属。
教育上の目的に応じて編制学院

学教法100条 (略) 教育研究上の
目的を達成するため有益かつ適切
である場合においては (略) 研究科
以外の教育研究上の基本となる
組織を置くことができる。

2016(H28).3

分野横断型３国際大学院の新設 学院･研究院の拡充による教育複線化
総長のトップダウンのもと，医理工学院，国際感染症学院，
国際食資源学院の３つの国際大学院を設置する。分野
横断型や国際連携重視といったこれらの学院の特徴を活か
し，世界の課題解決に大きく貢献する。

分野横断型である３新学院設置には複数部局の協力が
不可欠である。H17から進めてきた学院・研究院制を最大
限活用するため，医学,獣医学,歯学,経済学の4研究科
を一挙に学院・研究院化し，教育の更なる複線化を図る。

専門的知識に裏づけられた総合的判断力と高い識見,並びに異文化理解能力と国際的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力を有し,
国際社会の発展に寄与する指導的・中核的な人材を育成する。

(1)⑥ 異分野を有機的に融合したｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな大学院教育の展開 (2)⑤ 教員組織と大学院教育組織の分離を推進

研究科は研究組織と教育組織
が一体であり,新たな教育のため
には教員組織再編が必要だった。

① 研究科の課題

研究科
Ａ

研究科
Ｂ

研究科Ａで専任
として教育してほしい
そのためだけに
移籍はできない

北海道大学近未来戦略150 (抄)

…学院(院生組織) …研究院(教員組織) …研究科

情文 法

水

環

農 工 理

保

メデ

教

薬

命
公

農
保

命
化
メデ
理

公
教水

環

工

H29学院・
研究院化

～H28

11 学院
11 研究院

経 医 歯 獣
07 研究科

医学
研究院

水産科学
研究院

地球
環境科学
研究院

農学
研究院

工学
研究院 理学

研究院

メディア・
コミュニケーション

研究院

教育学
研究院

薬学
研究院

先端
生命科学
研究院

公共政策学
連携研究部

獣医学
研究院

歯学
研究院

保健
科学院

生命
科学院

総合
化学院

国際広報
メディア・
観光学院

理学院
公共

政策学
教育部教育

学院歯学院
水産

科学院

環境
科学院

工学院

医学院

獣医
学院

経済
学院

18学院・15研究院による

教育の更なる複線化

国際
食資源
学院

国際
感染症
学院

保健科学
研究院

医理工
学院

農学院

経済学
研究院

H29

朱線はH29からの新規連携
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ワンダーフォーゲル型学習（フィールドワーク科目）

科目の名称 主な年次 単位数 目的・内容 主な訪問先

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅰ １ 必修 １ 先進国における食資源問題の解決や改善に向けた取り組みを主体的に
学習する。 デンマーク

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅱ １ 必修 １ 途上国における食資源問題の解決や改善に向けた取り組みを主体的に
学習する。 ミャンマー

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅲ ２ 選択
必修 １ 世界各地における様々な食資源問題の解決や改善に向けた取り組みを

主体的に学習する。
複数用意
（オセアニア等）

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅳ ２ 選択
必修 １ 日本国内の農業団体・自治体等において，課題を認識し，解決や改善

に向けた取り組みを主体的に学習する。
複数用意
（国内各地）

ﾜﾝﾀﾞｰﾌｫｰｹﾞﾙ実習Ⅴ ２ 選択
必修 ［１］ 専門性を深化させ，海外・国内の行政・研究機関・企業等の学外現場

において修士論文研究・特定課題研究につながる研究を行う。
複数用意
（海外国内各地）

趣旨

体験の共有

評価

安全管理

「ワンダーフォー
ゲル型学習」の

由来

ワンダーフォーゲル(Wandervögel)とは，ドイツ語で〈渡り鳥〉の意。優れた教員を求めてあちこちの大学を渡り歩いたヨーロッパ中世の「遍
歴学生」にあこがれ，19世紀末にドイツ青年の間で始まった活動（上山安敏著「世紀末ドイツの若者」（1994））。
この事歴に因み，本学院でのフィールドワーク科目も国内外の現場を複数回体験する実習であることから，「ワンダーフォーゲル型学習」と
した。実習派遣予定先の海外の研究者等から「実習形態をわかりやすく表現している」との評価を得ている。

食資源に関わる現実課題と向き合い，国内外の現場を体験
世界の食資源問題を認識

自己の課題として取り組むための契機
主体的・積極的に自身の関心とも関連づけて学習を発展

「実習」と「事前・事後演習」それぞれについて，以下の統一的な基準に基づき，複数教員による合議で評価

事前・事後の学習を重視し，教育学習効果を高めるため，実習関連科目として「事前・事後演習」を配置
学生同士がそれぞれのワンダーフォーゲル経験についてディスカッションすることで，「体験の共有」と「チーム意識の向上」を狙う

現地の情勢に詳しい受入機関教職員と密接な連絡
政情不安・伝染病等の情報把握・早期帰国勧奨等

チュートリアルシステムの活用
定期的な連絡の義務付け

1. 多様で複雑な食資源の課題を理解し認識したか
2. 実習で学んだ事柄と，自らの関心や研究を関連づけているか

3. それらのことを適切に表現し伝えることかできているか

資料３



ワンダーフォーゲル型学習における危機管理 資料４

協定等締結

現地情報
収集

危機管理
セミナー

事故対応シュ
ミレーション
（模擬訓練）

オリエンテー
ション

緊急連絡網

緊急事故
発生時の
対応周知

派遣学生等
情報の共有

チュートリアル

システムでの
定期的連絡

最新の現地
情報収集

緊急対策
本部の設置

危機管理体
制の見直し・
修正

次回計画
準備

派遣先

チュートリアル
システム

危機管理体制

派遣企画 派遣前

派遣終了後 派遣中

緊急連絡網

学生

国際食資源学院

大学本部

救急車・警察

在外公館

JCSOS（海外留学生安
全対策協議会）

保険会社（学生加入）

文部科学省
外務省
関係省

24時間体制

事故・病気等連絡相談

連絡相談

情報収集 テロ，その他緊急事態

連絡相談

海 外

国 内

緊急事故発生時の対応 事件・事故発生時の対応体制

国際
食資源
学院

派遣学生
保護者
受入先
など

J－TAS
海外危機管
理サポート
デスク
海外健康
相談デスク

入 電

対 応 支 援

緊急連絡

J-TAS（JCSOSトータルアシスタントサービス）

○事の重大性を問わず，学生，大学，受入先，保護者の間に立ち，
海外での様々な有事に24時間対応し直接事故処理を行う。

○連絡を取るためのフリーダイヤル表記の海外危機管理サポー
トデスクカード，海外医療電話相談サービス，利用案内配布

○事故対応については，時系列にまとめた危機管理マニュアルを
参照し，対応に当たる。

※北海道大学はJCSOSの会員であり，派遣部局が学生派遣の都
度保険料を支払い，上記サービスを受ける。

※派遣学生には自己負担で，海外旅行保険または海外留学保険
に加入することを義務付ける。

緊急対策本部

本部長：学院長

副本部長：副学院長

本部員：教務委員会委員長，
指導教員，
事務長，担当事務，
その他必要と認められる者

連絡調整窓口：事務長



新学院構想と北海道大学の組織再編

GI-CoRE Global Institution for Collaborative Research and Education
スタンフォード大学
メルボルン大学 等

世界で初めて開発した
「分子追跡陽子線治療
装置」等の実績と，スタ
ンフォード大からのユニット
誘致を活かし，がん治療
技術のイノベーションを創
出し，世界に還元

人獣共通感染症リサー
チセンターとメルボルン大
学等が協働することで，
研究成果の社会還元を
重視した世界一の人獣
共通感染症研究拠点を
形成

21世紀の食水土資源の
世界的危機に立ち向か
う国際リーダー育成のた
めに，札幌農学校のパ
イオニア人材教育機能を
活かした文理融合型大
学院を創設

医理工学院
(H29.4設置予定)

国際感染症学院
(H29.4設置予定)

国際食資源学院
(H29.4設置予定)

海外他大学等

学内既存大学院等

海外他大学等

学内既存大学院等

医学研究科
獣医学研究科
歯学研究科
保健科学院
大学病院
人獣共通感染症
ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 等

経済学研究科
教育学院
国際広報メディア・
観光学院
農学院
水産科学院
環境科学院
工学院 等

UC デービス校
シドニー大学 等

量子医理工学
グローバルステーション

人獣共通感染症
グローバルステーション

食水土資源
グローバルステーション

総長 直轄

北海道大学 国際連携研究教育局 = GI-CoRE =

ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
研
究
拠
点

か
ら
の
教
員
招
致

ト
ッ
プ
研
究
者

ク
ロ
ス
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト

教
員
の
移
籍

資料５



 1 / 8 
 

 資料６－１_ 
国立大学法人北海道大学職員就業規則 

平成16年４月１日 

海大達第85号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この就業規則（以下「規則」という。）は，国立大学法人北海道大学（以下「大学」という。）

に勤務する職員の労働条件，服務規律及びその他就業に関して必要な事項を定める。 

（職員の定義） 

第２条 この規則において職員とは，第６条の規定により大学に採用された者をいう。 

２ この規則において教員とは，前項の規定による職員のうち，教授，准教授，講師，助教及び助手の

職にある者をいう。 

３ この規則において年俸制教員とは，前項の規定による教員のうち，教授，准教授，講師及び助教の

職にある者であって，年俸制の適用を受ける者として総長が別に定める者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この規則は，前条第１項に定める職員に適用する。ただし，教員について特例を定めた場合は，

この限りでない。 

２ 船員，特任教員，契約職員，短時間勤務職員及び嘱託職員の就業に関する事項については，国立大

学法人北海道大学船員就業規則（平成16年海大達第86号），国立大学法人北海道大学特任教員就業規

則（平成18年海大達第35号。第21条において「特任教員就業規則」という。），国立大学法人北海道

大学契約職員就業規則（平成16年海大達第87号），国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則

（平成16年海大達第88号）及び国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則（平成16年海大達第89号。

第21条において「嘱託職員就業規則」という。）の定めるところによる。 

（法令との関係） 

第４条 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については，労働基準法（昭和22年法律

第49号。以下「労基法」という。），労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号。以下「労災法」

という。），国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下「国大法」という。）及びその他の関係法

令の定めるところによる。 

（規則の遵守） 

第５条 大学及び職員は，誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。 

第２章 人事 

第１節 採用 

（採用） 

第６条 職員の採用は，競争試験又は選考により行うものとし，その者の試験成績又はその他の能力の

実証に基づいて行う。 

２ 大学は，前項により採用する職員のうち，特に必要があると認める者については，期間を定めた労

働契約を締結することがある。 

（赴任） 

第７条 職員は，赴任の命令を受けた場合には，速やかに赴任しなければならない。ただし，やむを得

ない事由がある場合においては，原則７日以内に赴任するものとする。 

（労働条件の明示） 

第８条 大学は，職員との労働契約の締結に際し，次の各号に掲げる労働条件については文書の交付に

より，他の労働条件については口頭又は文書により明示する。 

(1) 労働契約の期間に関する事項 

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 

(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

(4) 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日，休暇並びに労働者を

２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

(5) 給与に関する事項 

(6) 退職に関する事項 
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（提出書類） 

第９条 職員として採用された者は，次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。 

(1) 住民票記載事項証明書 

(2) 前号に定めるもののほか，大学において必要と認める書類 

（試用期間） 

第10条 職員として採用された者には，採用の日から３箇月の試用期間を設ける。ただし，大学が必要

と認めた場合は，試用期間を延長又は短縮することがある。 

２ 大学は，試用期間中の職員が次の各号の一に該当する場合には，これを解雇し，又は試用期間満了

時に本採用しない。 

(1) 勤務実績が不良な場合 

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障がある場合 

(3) 前各号に定めるもののほか，職員としての適格性を欠く場合 

３ 第23条の規定は，前項の規定に基づいて試用期間中の者（試用期間が14日を経過していない者を除

く。）を解雇し，又は試用期間満了時に本採用しない場合に，これを準用する。 

４ 第24条の規定は，第２項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し，又は試用期間満了時に本採用

しない場合に，これを準用する。 

５ 試用期間は，勤続年数に通算する。 

第２節 評価 

（勤務評定） 

第11条 職員の勤務成績については，評定を実施することとする。 

２ 前項の実施に関し，必要な事項は別に定める。 

第３節 昇任及び降任 

（昇任） 

第12条 職員の昇任は，選考によるものとする。 

２ 前項の選考は，その職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。 

（降任） 

第13条 大学は，職員が次の各号の一に該当した場合には，降任させることができる。 

(1) 勤務実績が不良の場合 

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない場合 

(3) 前各号に定めるもののほか，この職務に必要な適格性を欠く場合 

第４節 異動 

（異動） 

第14条 大学は，業務上の必要がある場合は，職員に配置換，兼務又は出向を命ずることがある。 

２ 職員は，前項の場合，正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。 

３ 出向を命ぜられた職員の取扱いについては，国立大学法人北海道大学職員出向規程（平成16年海大

達第94号）の定めるところによる。 

第４節の２ クロスアポイントメント 

第14条の２ クロスアポイントメントを適用される教員の取扱いについては，国立大学法人北海道大学

における教員のクロスアポイントメントの適用に関する規程（平成27年海大達68号）の定めるところ

による。 

第５節 休職 

（休職事由） 

第15条 大学は，職員が次の各号の一に該当する場合には，休職にすることができる。 

(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合 

(2) 刑事事件に関し起訴された場合 

(3) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合 

(4) 学校，研究所，病院等の公共的施設において，その職員の職務に関連があると認められる学術に

関する事項の調査，研究又は指導に従事する場合 

(5) 研究成果活用企業の役員（監査役を除く。），顧問又は評議員（以下「役員等」という。）の職

を兼ねる場合において，主として当該役員等の職務に従事する必要があり，大学の職務に従事する

ことができない場合 
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(6) 第14条第１項に基づき出向となった場合 

(7) 労働組合の業務に専従する場合 

(8) 北海道大学病院に勤務する助産師及び看護師が，公益社団法人日本看護協会が認定する専門看護

師の資格を取得するため，学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学の大学院修士課程に在

学してその課程を履修する場合 

(9) 前各号に定めるもののほか，休職にすることが適当と認められる場合 

２ 試用期間中の職員については，前項の規定を適用しない。 

（休職の期間） 

第16条 前条第１項第１号から第５号までに掲げる事由による休職の期間は，３年を超えない範囲とす

る。この場合において，休職の期間が３年に満たないときは，休職を開始した日から３年を超えない

範囲でこれを更新することができる。 

２ 前条第１項第１号に掲げる事由により休職した職員が，復職した日以後１年以内に，当該休職の原

因となった疾病と同一の疾病又は同一の疾病に起因すると認められる疾病により再度休職する場合の

当該休職の期間は，大学が特に認めた場合を除き，復職前の休職の期間に通算するものとする。 

３ 前条第１項第８号に掲げる事由による休職の期間は，課程を履修する大学の大学院修士課程におけ

る標準修業年限を超えない範囲とする。 

４ 前条第１項第６号，第７号及び第９号に掲げる事由による休職の期間は，別に定める。 

（復職） 

第17条 大学は，休職期間の満了前に休職事由が消滅した職員については，当該職員を速やかに復職さ

せるものとする。 

２ 本条及び前２条に定めるもののほか，休職に関して必要な事項は，国立大学法人北海道大学職員休

職規程（平成16年海大達第95号）の定めるところによる。 

第６節 退職及び解雇等 

（退職） 

第18条 職員は，次の各号の一に該当する場合には，退職するものとする。 

(1) 定年に達した場合 

(2) 退職を申し出て，総長から承認された場合（次号に掲げる場合を除く。） 

(3) 定年前退職を申し出て，総長から認定された場合 

(4) 労働契約の期間が定められている場合において，その期間が満了したとき 

(5) 休職期間が満了し，なお休職事由が消滅しない場合 

(6) 死亡した場合 

２ 前項第２号により退職を申し出ようとするときは，次の各号に定めるところによらなければならな

い。 

(1) 原則として30日前までに大学に退職届を提出するものとする。ただし，これにより難い場合は，

少なくとも14日前までに大学に退職届を提出しなければならない。 

(2) 退職を申し出た後であっても，退職するまでは，引き続き勤務しなければならない。 

（定年） 

第19条 前条第１項第１号に規定する職員の定年は，次の各号のとおりとする。 

(1) 教員（次号に掲げる者を除く。）の定年は，満63歳とする。 

(2) 年俸制教員（満59歳に達する日の属する年度の４月１日以前から年俸制教員となった者に限る。）

の定年は，満65歳とする。 

(3) 前２号以外の職員の定年は，満60歳とする。 

２ 定年による退職の日（次条において「定年退職日」という。）は，定年に達した日以降における最

初の３月31日とする。 

（定年による退職の特例） 

第20条 大学は，特に必要と認める場合には，前条の規定にかかわらず，その教員に係る定年退職日の

翌日から起算して３年を超えない範囲内で期限を定め，その教員を引き続いて勤務させることがある。 

２ 大学は，前項の期限が到来する場合において，特に必要と認める場合には，２年を超えない範囲内

で期限を延長することがある。ただし，その期限は，その教員に係る定年退職日の翌日から起算して

５年を超えることはできない。 

（早期退職） 
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第20条の２ 第18条第１項第３号の規定による職員の定年前退職に関して必要な事項は，国立大学法人

北海道大学職員の早期退職に関する規程（平成23年海大達第71号）の定めるところによる。 

（再雇用） 

第21条 大学は，第19条第１項第１号又は第２号の定年により退職となる者又は第20条の規定により勤

務した後退職となる者が，引き続き雇用されることを希望する場合は，特任教員就業規則の定めると

ころにより再雇用する。ただし，次条第１項及び第２項各号の一に該当する場合については，再雇用

しない。 

２ 大学は，第19条第１項第３号の定年により退職となる者が，引き続き雇用されることを希望する場

合は，嘱託職員就業規則の定めるところにより再雇用する。ただし，次条第１項及び第２項各号の一

に該当する場合については，再雇用しない。 

３ 大学は，第19条第１項第１号又は第２号の定年により退職となる者について，その者の知識，経験

等を考慮し，業務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは，期間を定めて再雇用

することがある。 

（解雇） 

第22条 大学は，職員が次の各号の一に該当した場合には，解雇することができる。 

(1) 勤務成績が著しく不良の場合 

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない場合 

(3) 前各号に定めるもののほか，その職務に必要な適格性を欠く場合 

(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することに

より，大学の業務を遂行することが困難な場合 

(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合 

２ 大学は，職員が次の各号の一に該当した場合には，解雇する。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合 

（解雇予告） 

第23条 大学は，職員を解雇するときは，30日前に予告をするか，又は労基法第12条に規定する平均賃

金の30日分を支給するものとする。ただし，予告の日数は，平均賃金を支払った日数に応じて短縮す

ることがある。 

（解雇制限） 

第24条 大学は，第22条第１項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただ

し，第１号の場合において療養開始後３年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって，

労災法に基づく傷病補償年金の給付がなされ，労基法第81条の規定によって打切り補償を支払ったも

のとみなされる場合又は労基法第19条第２項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は，この限り

ではない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間 

(2) 労基法第65条に規定する産前，産後の期間及びその後就労を開始した日以後30日間 

（退職者の責務） 

第25条 大学を退職し又は解雇された者は，保管中の備品，書類その他すべての物品を速やかに返還し

なければならない。 

２ 大学を退職しようとする者は，指定された期日までに後任者に対する業務の引継を完了しなければ

ならない。 

（退職証明書等） 

第26条 職員が退職し又は解雇された場合は，その請求に基づき，使用期間，業務の種類，地位，賃金

又は退職の事由（解雇の場合はその理由）について，証明書を交付する。 

第３章 服務 

（誠実義務） 

第27条 職員は，別に定める場合を除いては，国大法に定める国立大学の使命と業務の公共性を自覚し，

誠実かつ公正に職務を遂行するとともに，その職務の遂行に専念しなければならない。 

（法令等の遵守） 

第28条 職員は，その職務を遂行するに当たっては，関係法令及び大学の規則等を遵守し，上司の指示

命令に従ってその職務を遂行しなければならない。 
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（信用失墜行為の禁止） 

第29条 職員は，職務の内外を問わず，大学の信用を傷つけ，又は職員全体の不名誉となるような行為

をしてはならない。 

（秘密の厳守） 

第30条 職員は，職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 

２ 法令に基づく証人，鑑定人等となり，職務上の秘密に属する事項を発表するには，所属長の許可を

受けなければならない。 

３ 前各項の規定は，退職又は解雇された後といえども同様とする。 

（文書の配布，掲示等） 

第31条 職員が大学の敷地又は施設内（以下「学内」という。）において文書若しくは図画の配布又は

集会，演説，放送若しくはこれに類する行為を行うときは，あらかじめ大学に届け出なければならな

い。ただし，大学の業務の正常な運営を妨げるおそれのある場合は，これを行ってはならない。 

２ 職員が学内で文書又は図画を掲示する場合には，大学に届け出た上で，あらかじめ指定された場所

にこれを掲示しなければならない。 

（ハラスメントの防止） 

第32条 職員は，国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程（平成16年海大達第102号）を遵守し，

人権侵害，性差別その他のハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。 

（倫理の保持） 

第33条 職員は，国立大学法人北海道大学役職員倫理規程（平成16年海大達第103号）を遵守し，職務に

関して直接たると間接たるとを問わず，不正又は不当に金銭その他の利益を授受し，提供し，要求し，

若しくは授受を約束し，その他これに類する行為をし，又はこれらの行為に関与してはならない。 

（兼業） 

第34条 職員は，職務以外の他の職を兼ね，職務以外の他の事業若しくは事務に従事し，又は自ら営利

企業を営んではならない。ただし，国立大学法人北海道大学職員兼業規程（平成16年海大達第104号）

の定めるところにより許可を受けた場合はこの限りでない。 

（公職の候補者への立候補・就任） 

第35条 職員は，国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に立候補しようとする

ときは，あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。 

２ 職員は，国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任しよう

とするときは，あらかじめその旨を届け出なければならない。 

（大学の財産又は物品の保守） 

第36条 職員は，大学の財産又は物品を不当に棄却し，損傷し，又は亡失してはならない。 

２ 職員は，大学の財産又は物品を私用に供してはならない。 

第４章 労働時間，休日及び休暇等 

（労働時間，休憩，休日及び休暇等） 

第37条 職員の労働時間，休憩，休日及び休暇等に関する事項は，国立大学法人北海道大学職員労働時

間，休憩，休日及び休暇規程（平成16年海大達第91号）の定めるところによる。 

（育児休業，介護休業等） 

第38条 職員のうち，子の養育又は家族の介護を行う者は，国立大学法人北海道大学職員育児休業・介

護休業等規程（平成16年海大達第96号）の定めるところにより，育児休業，介護休業等の措置を受け

ることができる。 

第39条 削除 

第５章 給与 

（給与） 

第40条 職員の給与に関する事項については，国立大学法人北海道大学職員給与規程（平成16年海大達

第93号）の定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず，年俸制教員の給与に関する事項については，国立大学法人北海道大学年

俸制教員給与規程（平成26年海大達第207号）の定めるところによる。 

第６章 退職手当 

（退職手当） 

第41条 職員の退職手当に関する事項については，国立大学法人北海道大学職員退職手当規程（平成16
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年海大達第97号）の定めるところによる。 

第７章 表彰 

（表彰） 

第42条 大学は，職員が次の各号の一に該当する場合には，表彰するものとする。 

(1) 職務上顕著な功績等があった場合 

(2) 職務外において，人命救助，ボランティア活動等で社会的に高い評価を受け，大学の名誉を著し

く高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合 

(3) 定年により退職する場合 

(4) 退職の日において，本学職員としての在職年数が15年以上である場合（前号及び役員に就任する

者を除く。） 

２ 前項に定めるもののほか，必要な事項については，国立大学法人北海道大学職員表彰規程（平成16

年海大達第98号）の定めるところによる。 

第８章 懲戒及び訓告等 

第１節 懲戒 

（懲戒） 

第43条 大学は，職員が次の各号の一に該当する場合には，懲戒することができる。 

(1) この規則又は法令に違反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し，又は職務を怠った場合 

(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合 

２ 前項に定めるもののほか，必要な手続きに関しては，国立大学法人北海道大学職員の懲戒の手続き

に関する規程（平成16年海大達第99号）の定めるところによる。 

（懲戒の種類） 

第44条 懲戒の種類は，次の各号によるものとする。 

(1) 戒告 始末書を提出させ事由を示して戒める。 

(2) 減給 減給１回の額が平均賃金の１日分の半額を超えず，総額において一給与支払期間における

給与の10分の１以内において給与を減ずる。 

(3) 出勤停止 １日以上10日以内を限度として出勤を停止し，その間の給与を支給しない。 

(4) 停職 １箇月以上１年以内を限度として出勤を停止し，その間の給与を支給しない。 

(5) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し，これに応じない場合は，懲戒解雇する。 

(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定

を受けたときは，予告手当（平均賃金の30日分）を支給しない。 

（自宅待機） 

第45条 大学は，職員に懲戒に該当する疑いがあるときは，懲戒が決定するまでの間，当該職員に自宅

待機を命ずることができる。 

第２節 訓告等 

（訓告等） 

第46条 大学は，第43条に基づく懲戒に該当するに至らない者に対して，注意を喚起し，その服務を厳

正にするために必要があるときは，訓告又は厳重注意を行うことができる。 

第３節 損害賠償 

（損害賠償） 

第47条 大学は，故意又は重大な過失により大学に損害を与えた職員に対し，懲戒又は訓告等とは別に，

損害の全部又は一部を賠償させることがある。 

第９章 安全及び衛生 

（安全及び衛生の確保に関する措置） 

第48条 大学は，労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）及びその他の関係法令に基づき，職員の健康

増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。 

２ 職員は，安全，衛生及び健康の保持増進について，関係法令のほか，所属長の指示を守るとともに，

大学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。 

（安全衛生教育） 

第49条 職員は，安全，衛生及び健康確保について，大学が行う教育訓練を受けなければならない。 

（非常災害時等の措置） 
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第50条 職員は，火災その他非常災害を発見し，又はそのおそれがあることを知ったときは，自ら適切

な措置を講ずるよう努めるとともに，速やかに上司その他の関係者に連絡して，その指示に従って，

被害を最小限にくいとめるよう努力しなければならない。 

２ 職員は，前項に規定する場合以外のときであっても，業務の運営に重大な障害のあることを知った

とき，又はそのおそれがあると認めるときには，速やかに上司に報告する等適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

（健康診断等） 

第51条 職員は，大学が毎年実施する定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。ただし，所定

の項目について医師による健康診断を受け，その者が当該健康診断の結果を証明する書面を大学に提

出した場合は，この限りでない。 

２ 大学は，前項の健康診断の結果に基づいて必要があると認める場合には，当該職員の実情を考慮し

て，就業の禁止，労働時間の制限等職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。 

３ 職員は，正当な理由なく前項の措置を拒んではならない。 

（就業禁止） 

第52条 大学は，職員が次の各号の一に該当する場合には，就業を禁止することがある。 

(1) 伝染のおそれのある病人，保菌者及び保菌のおそれのある場合 

(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合 

(3) 前各号に準ずる場合 

２ 前項に該当する場合は，直ちに所属長に届け出て，その指示に従わなければならない。 

第10章 災害補償 

（業務災害） 

第53条 職員の業務上の災害補償については，労基法及び労災法の定めるところによる。 

（通勤途上災害） 

第54条 職員の通勤途上における災害補償については，労災法の定めるところによる。 

第11章 研修 

（研修） 

第55条 大学は，職員に対し，業務に必要な知識，技能を高め，資質の向上を図るため，必要な研修を

行う。 

２ 職員は，前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には，研修を受けなければならない。 

第12章 出張 

（出張） 

第56条 大学は，業務上必要がある場合は，職員に出張を命じることがある。 

２ 出張を命じられた職員が出張を終えたときには，速やかにその旨を所属長に報告しなければならな

い。 

３ 前各号に定めるもののほか，出張に関する事項については，国立大学法人北海道大学旅費規則（平

成16年海大達第122号。以下「旅費規則」という。）の定めるところによる。 

（旅費） 

第57条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については，旅費規則の定めるところによる。 

第13章 職務発明等 

（職務発明及び成果有体物の権利の帰属） 

第58条 職員が職務上行った発明，考案又は著作に関する取扱いについては，国立大学法人北海道大学

職務発明規程（平成16年海大達第108号）の定めるところによる。 

２ 職員が教育若しくは研究の結果又はその過程において得た成果有体物に関する取扱いについては，

国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程（平成17年海大達第14号）の定めるところによる。 

第14章 福利・厚生 

（宿舎利用） 

第59条 職員の宿舎の利用については，国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則（平成16年海大達第124号）

の定めるところによる。 

（福利・厚生施設） 

第60条 前条を除く福利・厚生施設の利用については，別に定める。 

附 則 
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（略） 

附 則（平成27年４月１日海大達第61号） 

この規則は，平成27年４月１日から施行する。 
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 資料６－２  
国立大学法人北海道大学特任教員就業規則 

平成18年４月１日 

海大達第35号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この就業規則（以下「規則」という。）は，国立大学法人北海道大学（以下「大学」という。）

の教育及び研究に従事するため，期間を定めて雇用される特任教授，特任准教授，特任講師，特任助

教及び特任助手（労働契約法（平成19年法律第128号。以下「労契法」という。）第18条の規定に基づ

き，期間の定めのない労働契約へ転換した者を含む。以下「特任教員」という。）の労働条件，服務

規律その他の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

（特任教員の職務） 

第２条 特任教員は，学生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事するものとする。 

２ 特任教員は，前項に定めるもののほか，当該特任教員の所属する組織の定めるところにより，大学

の教員と同様の職務に従事することができる。 

（特任教員の要件） 

第３条 特任教員となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 国立大学法人北海道大学職員就業規則（平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。）

の適用を受ける職員と所定労働時間が異ならない者（次号に該当する者を除く。） 

(2) 職員就業規則第19条第１項第１号の規定により大学を退職し，引き続き職員就業規則第21条第１

項の規定により再雇用された職員又は国立大学法人北海道大学船員就業規則（平成16年海大達第86

号。以下「船員就業規則」という。）第20条第１項第１号の規定により大学を退職し，引き続き船

員就業規則第22条第１項の規定により再雇用された職員であって，職員就業規則又は船員就業規則

の適用を受ける職員と所定労働時間が異ならない者 

(3) 専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）第５条の専任教員として，専攻分野にお

ける実務の経験を有し，かつ，高度の実務の能力を有する者であって，１週間の所定労働時間が職

員就業規則の適用を受ける職員の１週間の所定労働時間に比し短い所定労働時間の者 

(4) 前各号に定めるもののほか，職員就業規則の適用を受ける職員と所定労働時間が異ならない者で

あって，かつ，総長が特に優れた教育研究上の業績があると認める者 

（法令との関係） 

第４条 この規則及びこれに付属する諸規程に定めのない事項については，労働基準法（昭和22年法律

第49号。以下「労基法」という。），労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号。以下「労災法」

という。），国立大学法人法（平成15年法律第112号。以下「国大法」という。）その他の関係法令の

定めるところによる。 

（規則の遵守） 

第５条 大学及び特任教員は，誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。 

第２章 人事 

第１節 採用 

（採用） 

第６条 特任教員の採用は，選考により行う。 

２ 前項の選考に当たっては，国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則（平成

16年海大達第90号。以下この条，次条及び第12条において「教員人事等特例規則」という。）第２条

の規定を準用する。この場合において，教員人事等特例規則第２条中「教員」とあるのは「特任教員」

と読み替えるものとする。 

（労働契約の期間及び更新） 

第７条 第３条第１号，第３号及び第４号に該当する特任教員の労働契約は，一定の業務の完了に必要

な期間を定めるものとし，５年を超える期間について締結しないものとする。 

２ 第３条第２号に該当する特任教員の労働契約の期間は，原則として１年以内とする。 

３ 大学は，第３条第１号，第３号及び第４号に該当する特任教員の労働契約の更新を求めることがあ

る。 
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４ 第３条第２号に該当する特任教員の労働契約の更新は，第６条第２項の規定により読み替えて準用

される教員人事等特例規則第２条第１項の基準により行う。 

５ 第１項及び第３項の規定は，労契法第18条の規定に基づき，期間の定めのない労働契約へ転換した

特任教員については，適用しない。 

（年齢制限） 

第７条の２ 第３条第１号に該当する特任教員の労働契約の締結又は更新は，当該特任教員の年齢が満

65歳に達した日以後に到来する最初の３月31日を超えて行うことはない。 

２ 前項の規定にかかわらず，大学が特に必要と認めた第３条第１号に該当する特任教員にあっては，

当該特任教員の年齢が満65歳に達する日後の最初の４月１日から満68歳に達した日以後に到来する最

初の３月31日までの期間内の労働契約を締結又は更新することがある。 

３ 第３条第２号に該当する特任教員の労働契約の締結又は更新は，当該特任教員の年齢が満65歳に達

した日以後に到来する最初の３月31日を超えて行うことはない。 

（赴任） 

第８条 赴任の命令を受けた特任教員は，速やかに赴任しなければならない。ただし，やむを得ない事

由がある場合においては，原則７日以内に赴任するものとする。 

（労働条件の明示） 

第９条 大学は，特任教員との労働契約の締結に際し，次の各号（第７号については，第３条第３号に

該当する者に限る。）に掲げる労働条件については文書の交付により，他の労働条件については口頭

又は文書により明示する。 

(1) 労働契約の期間に関する事項 

(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 

(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

(4) 始業及び終業の時刻，所定労働時間を超える労働の有無，休憩時間，休日，休暇並びに労働者を

２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

(5) 給与に関する事項 

(6) 退職に関する事項 

(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

（提出書類） 

第10条 特任教員として採用された者（第３条第２号に該当する者を除く。）は，次の各号に掲げる書

類を速やかに提出しなければならない。 

(1) 住民票記載事項証明書 

(2) 前号に定めるもののほか，大学において必要と認める書類 

（試用期間） 

第11条 特任教員として採用された者（第３条第２号に該当する者を除く。）には，採用の日から１箇

月の試用期間を設ける。ただし，大学が必要と認めた場合は，試用期間を延長又は短縮することがあ

る。 

２ 大学は，試用期間中の特任教員が次の各号の一に該当する場合には，これを解雇し，又は試用期間

満了時に本採用しない。 

(1) 勤務実績が不良な場合 

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障がある場合 

(3) 前各号に定めるもののほか，特任教員としての適格性を欠く場合 

３ 第19条の規定は，前項の規定に基づいて試用期間中の者（試用期間が14日を経過していない者を除

く。）を解雇し，又は試用期間満了時に本採用しない場合に，これを準用する。 

４ 第20条の規定は，第２項の規定に基づいて試用期間中の者を解雇し，又は試用期間満了時に本採用

しない場合に，これを準用する。 

５ 試用期間は，勤続年数に通算する。 

第２節 異動 

（異動） 

第12条 大学は，業務上の必要がある場合は，特任教員に配置換又は兼務を命ずることがある。 

２ 前項の配置換又は兼務は，あらかじめ特任教員の意見を聴取した上で，行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか，第１項の配置換は，教員人事等特例規則第５条第１項の規定を準用する。
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この場合において，同項中「教員の教育研究組織を異にする配置換」とあるのは「特任教員の配置換」

と読み替えるものとする。 

第２節の２ クロスアポイントメント 

第12条の２ 第３条第１号，第２号及び第４号に該当する特任教員のうち，クロスアポイントメントを

適用される者の取扱いについては，国立大学法人北海道大学におけるクロスアポイントメントの適用

に関する規程（平成27年海大達68号）の定めるところによる。 

第３節 休職 

（休職事由） 

第13条 大学は，第３条第１号に該当する特任教員が次の各号の一に該当する場合には，休職にするこ

とができる。 

(1) 心身の故障のため，長期の休養を要する場合 

(2) 刑事事件に関し起訴された場合 

(3) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となった場合 

(4) 前３号に定めるもののほか，休職にすることが適当と認められる場合 

２ 試用期間中の特任教員については，前項の規定を適用しない。 

（休職の期間等） 

第14条 前条第１項各号に掲げる事由による休職の期間は，別に定める。ただし，当該期間は，特別の

事情がない限り，労働契約の期間を超えないものとする。 

２ 休職期間中は，特任教員としての身分を有するが，職務に従事しない。 

３ 休職期間中は，無給とする。 

（復職） 

第15条 大学は，休職期間の満了前に休職事由が消滅した特任教員については，当該特任教員を速やか

に復職させるものとする。 

第４節 退職及び解雇等 

（退職） 

第16条 特任教員は，次の各号の一に該当する場合には，退職するものとする。 

(1) 労働契約の期間が満了した場合 

(2) 退職を申し出て，総長から承認された場合 

(3) 休職期間が満了し，なお休職事由が消滅しない場合 

(4) 死亡した場合 

(5) 定年に達した場合 

２ 前項第２号により退職を申し出ようとするときは，次の各号に定めるところによらなければならな

い。 

(1) 原則として14日前までに大学に退職届を提出するものとする。 

(2) 退職を申し出た後であっても，退職するまでは，引き続き勤務しなければならない。 

（定年） 

第16条の２ 労契法第18条の規定に基づき，期間の定めのない労働契約へ転換した特任教員の定年は，

満65歳とする。 

２ 定年による退職の日は，定年に達した日以降における最初の３月31日とする。 

（労働契約終了の予告） 

第17条 大学は，労働契約の継続期間が１年を超えている特任教員について，当該期間の満了により労

働契約を終了させる場合には，当該期間満了の30日前までにその予告をするものとする。 

（解雇） 

第18条 大学は，特任教員が次の各号の一に該当した場合には，解雇することができる。 

(1) 勤務実績が著しく不良の場合 

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり，又はこれに堪えない場合 

(3) 前各号に定めるもののほか，その職務に必要な適格性を欠く場合 

(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することに

より，大学の業務を遂行することが困難な場合 

(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合 

２ 大学は，特任教員が次の各号の一に該当した場合には，解雇する。 
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(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合 

（解雇予告） 

第19条 大学は，特任教員（次項に規定する者を除く。）を解雇するときは，30日前に予告をするか，

又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし，予告の日数は，平均

賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。 

２ 大学は，第３条第１号及び第２号に該当する特任教員のうち船員である者を解雇する場合は，30日

前に予告をするか，又は船員法（昭和22年法律第100号。次条及び第59条において「船員法」という。）

第44条の３に規定する１箇月分の給料と同額の予告手当を支給するものとする。ただし，予告の日数

は，予告手当を支払った日数に応じて短縮することがある。 

（解雇制限） 

第20条 大学は，第18条第１項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する期間は特任教員（次項に

規定する者を除く。）を解雇しない。ただし，第１号の場合において療養開始後３年を経過しても当

該負傷又は疾病が治らない場合であって，労災法に基づく傷病補償年金の給付がなされ，労基法第81

条の規定によって打切り補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第２項の規定により

行政官庁の認定を受けた場合は，この限りではない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間 

(2) 労基法第65条に規定する産前，産後の期間及びその後就労を開始した日以後30日間 

２ 大学は，第18条第１項の規定にかかわらず，次の各号の一に該当する期間は第３条第１号及び第２

号に該当する特任教員のうち船員である者を解雇しない。ただし，第１号の場合において，療養開始

後３年を経過しても傷病が治らない場合又は船員法第44条の２第２項の規定により所轄地方運輸局の

認定を受けた場合は，この限りではない。 

(1) 業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間 

(2) 船員法第87条第１項及び第２項に規定する妊娠中及び出産後の期間及びその後就労を開始した

日以後30日間 

（退職者の責務） 

第21条 大学を退職し，又は解雇された特任教員は，保管中の備品，書類その他すべての物品を速やか

に返還しなければならない。 

（退職証明書等） 

第22条 特任教員が退職し，又は解雇された場合は，その請求に基づき，使用期間，業務の種類，地位，

賃金又は退職の事由（解雇の場合はその理由）について，証明書を交付する。 

第３章 服務 

（誠実義務） 

第23条 特任教員は，別に定める場合を除いては，国大法に定める国立大学の使命と業務の公共性を自

覚し，誠実かつ公正に職務を遂行するとともに，その職務の遂行に専念しなければならない。 

（法令等の遵守） 

第24条 特任教員は，その職務を遂行するに当たっては，関係法令及び大学の規則等を遵守し，上司の

指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第25条 特任教員は，職務の内外を問わず，大学の信用を傷つけ，又は職員全体の不名誉となるような

行為をしてはならない。 

（秘密の厳守） 

第26条 特任教員は，職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 

２ 法令に基づく証人，鑑定人等となり，職務上の秘密に属する事項を発表するには，所属長の許可を

受けなければならない。 

３ 前各項の規定は，退職又は解雇された後といえども同様とする。 

（文書の配布，掲示等） 

第27条 特任教員が大学の敷地又は施設内（以下「学内」という。）において文書若しくは図画の配布

又は集会，演説，放送若しくはこれに類する行為を行うときは，あらかじめ大学に届け出なければな

らない。ただし，大学の業務の正常な運営を妨げるおそれのある場合は，これを行ってはならない。 

２ 特任教員が学内で文書又は図画を掲示する場合には，大学に届け出た上で，あらかじめ指定された
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場所にこれを掲示しなければならない。 

（ハラスメントの防止） 

第28条 特任教員は，国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程（平成16年海大達第102号）を遵守

し，人権侵害，性差別その他のハラスメントをいかなる形でも行ってはならない。 

（倫理の保持） 

第29条 特任教員は，国立大学法人北海道大学役職員倫理規程（平成16年海大達第103号）を遵守し，職

務に関して直接たると間接たるとを問わず，不正又は不当に金銭その他の利益を授受し，提供し，要

求し，若しくは授受を約束し，その他これに類する行為をし，又はこれらの行為に関与してはならな

い。 

（兼業） 

第30条 第３条第１号及び第２号に該当する特任教員が，職務以外の業務に従事しようとするときは，

国立大学法人北海道大学職員兼業規程（平成16年海大達第104号）の定めるところにより，大学に届け

出なければならない。 

（公職の候補者への立候補・就任） 

第31条 特任教員は，国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に立候補しようと

するときは，あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。 

２ 特任教員は，国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任し

ようとするときは，あらかじめその旨を届け出なければならない。 

（大学の財産又は物品の保守） 

第32条 特任教員は，大学の財産又は物品を不当に棄却し，損傷し，又は亡失してはならない。 

２ 特任教員は，大学の財産又は物品を私用に供してはならない。 

第４章 労働時間，休憩，休日及び休暇等 

第１節 労働時間，休憩及び休日等 

（所定労働時間等） 

第33条 第３条第１号及び第２号（次項に規定する者を除く。）に該当する特任教員の所定労働時間は，

休憩時間を除き，１日７時間45分，１週間につき38時間45分とする。 

２ 第３条第１号及び第２号に該当する特任教員のうち船員である者に係る本章の規定に定める事項に

ついては，本章の規定は適用せず，国立大学法人北海道大学船員労働時間，休日及び休暇規程（平成

16年海大達第92号。第47条において「船員労働時間規程」という。）の定めるところによる。 

３ 第３条第３号及び第４号に該当する特任教員の所定労働時間は，当該特任教員との労働契約におい

て定める。 

（始業・終業の時刻及び休憩時間等） 

第34条 前条第１項に掲げる特任教員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間（以下「所定の勤務時間」

という。）は，別表第１のとおりとする。 

２ 大学は，業務の都合上必要があると認める場合は，１日の所定労働時間を超えない範囲で，所定の

勤務時間を変更することがある。 

３ 小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある家族の介護を行う特任教員は，国立大学法人北海道

大学職員育児休業・介護休業等規程（平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。）

第26条の規定により，１日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰

り下げることができる。 

（休憩時間） 

第35条 １日の所定労働時間が６時間を超える場合又は１日の所定労働時間が６時間を超えない場合で

あって，かつ，労働契約を締結する際にあらかじめ同意を得ている場合は，労働時間の途中に45分の

休憩時間を置く。 

２ 業務上の必要がある場合は，労基法第34条第２項に基づく労使協定の定めるところにより，交替で

休憩させることがある。 

３ 休憩時間は，自由に利用することができる。 

第36条 削除 

（休日） 

第37条 休日は，原則として次の各号に定める日とする。 

(1) 土曜日及び日曜日 
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(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号。第60条において「祝日法」という。）に定め

る休日 

(3) 12月29日から翌年１月３日までの日 

(4) 前各号に定めるもののほか，大学が指定した日 

２ 職務上の必要により，前項第１号から第３号までに定める日に休日を設けることができない場合に

は，特任教員との労働契約により，前項第１号から第３号までに定める日以外の日を休日として指定

することができる。 

（休日の振替） 

第38条 大学は，業務の都合上必要がある場合には，前条の規定による休日をその休日が属する週（日

曜日から土曜日までをいう。）の他の日に振り替える（以下「休日の振替」という。）ことがある。 

２ 前項の規定による休日の振替を行う場合は，事前に指定するものとし，できる限り特任教員の意向

に添うものとする。 

３ 休日の振替の手続きは，休日の振替通知簿により行うものとする。 

（代休） 

第39条 業務の都合上，前条の規定による休日の振替が行うことができない場合は，事後に代休を指定

し与えることがある。 

２ 代休の手続は，休日の代休通知簿により行うものとする。 

（勤務場所以外の勤務） 

第40条 業務上の必要がある場合には，通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。 

２ 特任教員が前項の勤務を命じられた場合において，当該勤務の労働時間を算定しがたいときは，所

定労働時間を勤務したものとみなす。 

（時間外労働等） 

第41条 業務上の必要がある場合には，第33条又は第37条の規定にかかわらず，労基法第36条第１項に

基づく労使協定の定めるところにより，労働時間を延長し，又は休日に勤務（以下「時間外労働」と

いう。）を命ずることがある。 

２ 時間外労働を命ずることによって，１日の労働時間が６時間を超える場合には45分（１日の労働時

間が８時間を超える場合にあっては１時間）の休憩時間（１日の所定労働時間の途中に置かれる休憩

時間を含む。）をその労働時間の途中に置くものとする。 

３ 大学は，第１項の規定により労働時間を延長することができる場合において，満３歳に満たない子

を養育する特任教員が請求した場合には，育児・介護休業等規程第23条の２の規定により，所定労働

時間を超える勤務を制限するものとする。 

４ 大学は，第１項の規定により労働時間を延長することができる場合において，小学校就学前の子を

養育又は要介護状態の家族を介護する特任教員が請求した場合には，育児・介護休業等規程第24条の

規定により，労働時間の延長時間を制限するものとする。 

５ 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性の特任教員が請求した場合は，第１項の勤務及び午後10時

から翌日の午前５時までの間における勤務（以下「深夜勤務」という。）を命じない。 

（災害時等の勤務） 

第42条 災害その他避けることのできない事由によって，臨時の必要がある場合には，その必要限度に

おいて，時間外労働を命ずることがある。 

（宿日直） 

第42条の２ 業務上の必要がある場合は，特任教員に対し，所定の勤務時間以外の時間又は休日に宿直

又は日直の勤務を命ずることがある。 

２ 前項の勤務の職務内容，時間その他の必要な事項については，別に定める。 

（出勤簿） 

第43条 特任教員は，出勤した都度，出勤簿に押印するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，職員の出退勤管理等に関する事務を実施するために設置されている入出

力装置を電気通信回路で接続した電子情報システム（以下この項において「就業管理システム」とい

う。）を使用している職員にあっては，就業管理システムへの入力をもって出勤簿の押印に代えるこ

とができる。 

（遅刻，早退，欠勤等） 

第44条 特任教員が，遅刻，早退若しくは欠勤をし，又は勤務時間中に私用で大学から外出するときは，
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事前に所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし，やむを得ない理由により事前に届け出

ることができなかった場合は，事後速やかに届け出て承認を得なければならない。 

（１箇月単位の変形労働時間制） 

第44条の２ 第３条第１号及び第２号に該当する特任教員のうち，業務の都合上特別の形態によって勤

務する必要がある特任教員については，毎月１日を起算日とする１箇月単位の変形労働時間制を適用

する。 

２ 前項の規定が適用される特任教員の労働時間及び休憩時間は，次のとおりとする。 

(1) 週の所定労働時間は，１箇月を平均して38時間45分以内とする。 

(2) １箇月単位の変形労働時間制の対象職員及び各日の所定の勤務時間は，別表第１の２のとおりと

する。ただし，業務の都合その他やむを得ない事情がある場合には，各日の所定の勤務時間を繰り

上げ，又は繰り下げることがある。 

(3) 各人ごとの各日の所定の勤務時間は，勤務時間割振表（以下この条において「勤務割表」という。）

により起算日の７日前までに通知する。 

(4) 前号の勤務割表の作成は，原則として１箇月ごとに行うものとする。 

３ 第１項の規定が適用される特任教員の休日は，次のとおりとする。 

(1) 休日は，１箇月を通じて，変形労働時間制が適用されない特任教員と同じ日数とし，前項第３号

の勤務割表により通知する。 

(2) 前号の休日は，１週間（日曜日から土曜日まで）においては，少なくとも１日以上とする。 

(3) 業務の都合により必要やむを得ない場合は，事前に通知した休日を他の日に振り替えることがあ

る。 

（裁量労働制） 

第45条 第３条第１号及び第２号に該当する特任教員のうち，専ら人文科学及び自然科学に関する研究

の業務に従事する特任教員については，労基法第38条の３に基づく労使協定を締結し，専門業務型裁

量労働制を適用するものとする。 

２ 前項の規定が適用される特任教員の基本的な所定の勤務時間は，別表第２のとおりとする。ただし，

業務の遂行に必要な所定の勤務時間の変更は弾力的に運用するものとし，所定の勤務時間は，専門業

務型裁量労働制が適用される特任教員の裁量によるものとする。 

３ 休日は，第37条の規定によるものとする。 

４ 特任教員が，休日に勤務又は深夜勤務を行う場合には，事前に所属長の許可を受けなければならな

い。 

５ 前４項の規定は，次条に規定する所定労働時間の短縮等の措置を受ける特任教員については，これ

を適用しない。 

（育児・介護休業等） 

第46条 特任教員のうち，子の養育又は家族の介護を行うことが必要な者は，育児・介護休業等規程の

定めるところにより，育児休業，介護休業，１日又は１週間の所定労働時間の短縮等の措置を受ける

ことができる。 

第２節 休暇 

（休暇の種類） 

第47条 特任教員（第３条第２号に該当する特任教員を除く。以下この節において同じ。）の休暇は，

年次有給休暇及び特別休暇とする。 

２ 第３条第２号に該当する特任教員の休暇は，年次有給休暇，病気休暇及び特別休暇とし，この条に

別段の定めがある場合を除くほか，国立大学法人北海道大学職員労働時間，休憩，休日及び休暇規程

（平成16年海大達第91号。次項において「労働時間規程」という。）又は船員労働時間規程を準用す

る。 

３ 第３条第２号に該当する特任教員の年次有給休暇の日数の取扱いについては，再雇用された日の前

日に保有する年次有給休暇の繰り越しを認めるものとする。 

４ 第３条第２号に該当する特任教員が，負傷又は疾病のため療養する必要があり，その勤務しないこ

とがやむを得ないと認める場合に与える病気休暇は，１の年度において10日の範囲内の期間とする。 

（年次有給休暇） 

第48条 特任教員の年次有給休暇の付与日数は，別表第３のとおりとする。ただし，それぞれの期間に

おいて全労働日の８割以上勤務しなかった特任教員には，年次有給休暇を付与しない。 
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２ 次の各号の一に該当する期間は，前項ただし書の規定の適用に当たって，これを勤務したものとみ

なす。 

(1) 労災法第７条第１項第１号に規定する業務災害又は同項第２号に規定する通勤災害に遭い，療養

のため休業した期間 

(2) 産前産後の女性の特任教員が労基法第65条の規定によって休業した期間 

(3) 年次有給休暇又は特別休暇を取得した期間 

(4) 育児・介護休業等規程により育児休業又は介護休業を取得した期間 

(5) 前各号に規定する場合のほか，大学が特に必要と認めた期間 

（年次有給休暇の時季の指定及び変更） 

第49条 特任教員が年次有給休暇を取得しようとするときは，あらかじめ時季を指定して，所定の様式

により所属長に届け出るものとする。ただし，やむを得ない事由がある場合は，その事由を付して，

事後に申し出ることができる。 

２ 大学は，前項により指定された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合

には，当該休暇の時季を変更することがある。 

３ 第１項の規定にかかわらず，労基法第39条第５項に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時

季に関する定めをした場合には，これにより年次有給休暇を与える。 

（年次有給休暇の単位） 

第50条 年次有給休暇の単位は，原則として１日とする。 

（年次有給休暇の有効期間） 

第51条 年次有給休暇の有効期間は，付与された日から２年間とする。 

（年次有給休暇取得日の給与） 

第52条 年次有給休暇の取得日の給与は，所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を支給す

る。 

（特別休暇及びその期間） 

第53条 大学は，特任教員が，別表第４に掲げる要件に該当する場合は，当該欄に掲げる期間の有給の

特別休暇を与える。 

２ 大学は，特任教員が，別表第７に掲げる要件に該当する場合は，当該欄に掲げる期間の無給の特別

休暇を与える。 

（特別休暇の単位） 

第54条 特別休暇の単位は，必要に応じて１日，１時間又は１分を単位として取り扱うものとする。 

（特別休暇の請求） 

第55条 特任教員は，特別休暇（産後休暇を除く。）を取得しようとする場合は，あらかじめ所定の様

式により所属長に申し出なければならない。ただし，やむを得ない事由がある場合には，その事由を

付して，事後に申し出を行うことができる。 

２ 前項の場合において，大学が証明書等を求めたときは，速やかにこれを提出しなければならない。 

第５章 給与 

（給与） 

第56条 特任教員の給与は，基本給及び諸手当とし，基本給の決定方法は，次の各号に定めるものとす

る。 

(1) 第３条第１号に該当する特任教員は，年俸とする。ただし，これにより難い場合においては，日

給又は月給とすることがある。 

(2) 第３条第２号に該当する特任教員は，年俸とする。 

(3) 第３条第３号に該当する特任教員は，時給とする。 

(4) 第３条第４号に該当する特任教員は，日給，月給又は年俸のいずれかの方法により各人ごとに定

める。 

（基本給） 

第57条 基本給の額は，次の各号に定めるものとし，別途労働契約書に明示する。 

(1) 前条第１号本文及び第２号の特任教員の基本給の額は，別に定めるところにより，各人ごとに定

める。 

(2) 前条第１号ただし書及び第３号の特任教員の基本給の額は，職務内容，学歴，資格及び経験等を

勘案し，各人ごとに定める。 
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(3) 前条第４号に定める特任教員の基本給の額は，職務内容等を勘案し，各人ごとに定める。 

２ 前項に定める基本給の額は，労働契約の期間中であっても職員就業規則又は船員就業規則の適用を

受ける職員の給与が改定された場合には，改定することがある。 

（諸手当） 

第58条 諸手当の種類は，次の各号に定めるものとする。ただし，特任教員の給与原資の経理処理上制

約のある場合は，この限りでない。 

(1) 基本給の調整額 

(2) 地域手当 

(3) 超過勤務手当 

(4) 休日給 

(5) 夜勤手当 

(6) 特地勤務手当 

(7) 宿日直手当 

(8) 放射線取扱手当 

(9) 高所作業手当 

(10) 山上等作業手当 

(11) 入試手当 

(12) 通勤手当 

(13) 住居手当 

(14) 寒冷地手当 

(15) 極地観測手当 

(16) 期末手当 

(17) 勤勉手当 

(18) 学位論文審査手当 

(19) 教員免許状更新講習手当 

(20) 特別教授手当 

２ 次の各号に定める特任教員には，それぞれ同号に定める諸手当を支給する。 

(1) 第56条第１号本文により基本給の決定方法が年俸である特任教員 前項第３号から第５号まで

並びに第７号，第11号，第12号，第18号及び第19号に定める手当 

(2) 第56条第２号により基本給の決定方法が年俸である特任教員 前項第３号から第５号まで並び

に第７号，第11号，第12号，第18号から第20号までに定める手当 

(3) 第56条第１号ただし書により基本給の決定方法が日給である特任教員 前項第３号から第19号

までに定める手当 

(4) 第56条第１号ただし書により基本給の決定方法が月給である特任教員 前項第１号から第19号

までに定める手当 

(5) 第56条第４号に定める特任教員 各人ごとに定める手当，別途労働契約書に明示する。 

３ 第１項の諸手当の支給については，第２号から第11号まで並びに第15号，第18号から第20号までに

ついては，職員就業規則又は船員就業規則の適用を受ける職員の例に準じ，第１号及び第12号から第

14号までについては，別表第９に定めるところによるものとし，第16号及び第17号については，前項

第３号及び第４号に定める特任教員に支給する場合にあっては，別表第10の定めるところによるもの

とする。 

４ 前項の規定にかかわらず，第１項第３号から第６号までに定める諸手当を第２項第３号に定める特

任教員に支給する場合にあっては，別表第12によるものとする。 

５ 第１項に定める諸手当の額は，労働契約の期間の中途においても，職員就業規則又は船員就業規則

の適用を受ける職員の諸手当の額が改定された場合には，改定することがある。 

（給与の支払） 

第59条 給与は，通貨で直接特任教員本人にその全額を支払うものとする。ただし，法令，労基法第24

条に基づく労使協定又は船員法第53条第１項に基づく労働協約に定めるものについては，これを給与

から控除して支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，特任教員から書面による申し出があった場合には，給与は，その指定す

る銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。 
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（給与の計算期間及び支給日） 

第60条 第56条第１号（ただし書により基本給を日給とする特任教員を除く。）及び第２号に定める特

任教員の給与の計算期間及び支給日は，職員就業規則の適用を受ける職員の例による。 

２ 第56条第１号ただし書により基本給を日給とする特任教員及び同条第３号に定める特任教員の給与

の計算期間は，当月１日から当月末日までの分を，翌月17日に支給する。ただし，17日が日曜日に当

たるときは，15日に，17日が土曜日に当たるときは，16日に，17日が祝日法に規定する休日に当たる

ときは，18日に支給する。 

３ 第56条第４号に定める特任教員の給与の計算期間及び支給日は，各人ごとに定め，別途労働契約書

に明示するものとする。 

（欠勤等の扱い） 

第61条 欠勤，遅刻，早退及び私用外出の時間については，原則として給与支払額から当該時間数に相

当する基本給額を減額するものとする。 

（年俸制を適用する特任教員の給与） 

第62条 この規則に定めるもののほか，第56条第１号本文及び第２号の規定により基本給の決定方法を

年俸とする特任教員の給与について必要な事項は，別に定める。 

（育児短時間勤務職員の給与） 

第62条の２ 育児・介護休業等規程第13条の２第１項に規定する育児短時間勤務をしている特任教員に

ついてのこの規則の規定の適用については，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。 

第57条第1項第2号 勘案し，各人ごとに

定める。 

勘案し，次に定めるところにより各人ごとに定め

る。 

イ 基本給の決定方法が日給である特任教員にあ

っては，その者が受ける日給の額に育児・介護休

業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項

に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤

務」という。）の承認を受けた特任教員の当該承

認を受けた1日における所定の勤務時間を第33条

第1項又は第3項の規定により定められたその者

の1日における所定労働時間で除して得た数を乗

じて得た額 

ロ 基本給の決定方法が月給である特任教員にあ

っては，その者が受ける月給の額を職員就業規則

又は船員就業規則の適用を受ける職員の例によ

り算出した額 

別表第10 基本給の月額とす

る。 

基本給の月額とする。ただし，基本給の決定方法が

日給である特任教員にあっては，育児短時間勤務を

しなかったと仮定した場合の基本給の月額とし，基

本給の決定方法が月給である特任教員にあっては，

基本給，基本給の調整額を職員就業規則又は船員就

業規則の適用を受ける職員の例により算出した額

を基本給の月額とする。 

別表第12 日給の額 育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の日

給の額 

第６章 退職手当 

（退職手当） 

第63条 退職手当は，次の各号に定める特任教員について，それぞれ同号に定めるところによる。ただ

し，特任教員の給与原資の経理処理上制約のある場合は，この限りでない。 

(1) 第56条第１号（ただし書に定める特任教員を除く。）から第３号までに定める特任教員は，退職

手当は支給しない。 

(2) 第56条第１号ただし書に定める特任教員は，６箇月を超えて継続勤務した場合，国立大学法人北
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海道大学特任教員及び契約職員退職手当規程（平成16年海大達第105号）の定めるところにより，退

職手当を支給するものとする。 

(3) 第56条第４号に定める特任教員は，退職手当の支給の有無について各人ごとに定め，別途労働契

約書に明示する。 

第７章 表彰 

（表彰） 

第64条 大学は，特任教員が次の各号の一に該当する場合は，表彰するものとする。 

(1) 職務上顕著な功績等があった場合 

(2) 職務外において，人命救助，ボランティア活動等で社会的に高い評価を受け，大学の名誉を著し

く高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合 

２ 前項に定めるもののほか，必要な事項については，別に定める。 

第８章 懲戒及び訓告等 

第１節 懲戒 

（懲戒） 

第65条 大学は，特任教員が次の各号の一に該当する場合は，懲戒することができる。 

(1) この規則又は法令に違反した場合 

(2) 職務上の義務に違反し，又は職務を怠った場合 

(3) 特任教員としてふさわしくない非行のあった場合 

２ 前項に定めるもののほか，必要な手続きに関しては，国立大学法人北海道大学職員の懲戒の手続き

に関する規程（平成16年海大達第99号）を準用する。 

（懲戒の種類） 

第66条 懲戒の種類は，次の各号によるものとする。 

(1) 戒告 始末書を提出させ事由を示して戒める。 

(2) 減給 減給１回の額が平均賃金の１日分の半額を超えず，総額において一給与支払期間における

給与の10分の１以内において給与を減ずる。 

(3) 出勤停止 １日以上10日以内を限度として出勤を停止し，その間の給与を支給しない。 

(4) 停職 １箇月以上１年以内を限度として出勤を停止し，その間の給与を支給しない。 

(5) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し，これに応じない場合は，懲戒解雇する。 

(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定

を受けたときは，予告手当（平均賃金の30日分）を支給しない。 

（自宅待機） 

第67条 大学は，特任教員に懲戒に該当する疑いがあるときは，懲戒が決定するまでの間，当該特任教

員に自宅待機を命ずることができる。 

第２節 訓告等 

（訓告等） 

第68条 大学は，第65条に基づく懲戒に該当するに至らない者に対して，注意を喚起し，その服務を厳

正にするために必要があるときは，訓告又は厳重注意を行うことができる。 

第３節 損害賠償 

（損害賠償） 

第69条 大学は，故意又は重大な過失により大学に損害を与えた特任教員に対し，懲戒，訓告等とは別

に，損害の全部又は一部を賠償させることがある。 

第９章 安全及び衛生 

（安全及び衛生の確保に関する措置） 

第70条 大学は，労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の関係法令に基づき，特任教員の健康

増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。 

２ 特任教員は，安全，衛生及び健康の保持増進について，関係法令のほか，所属長の指示を守るとと

もに，大学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。 

（安全衛生教育） 

第71条 特任教員は，安全，衛生及び健康確保について，大学が行う教育訓練を受けなければならない。 

（非常災害時等の措置） 

第72条 特任教員は，火災その他非常災害を発見し，又はそのおそれがあることを知ったときは，自ら
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適切な措置を講ずるよう努めるとともに，速やかに上司その他の関係者に連絡して，その指示に従っ

て，被害を最小限にくいとめるよう努力しなければならない。 

２ 特任教員は，前項に規定する場合以外のときであっても，業務の運営に重大な障害のあることを知

ったとき，又はそのおそれがあると認めるときには，速やかに上司に報告する等適切な措置を講じな

ければならない。 

（健康診断等） 

第73条 特任教員は，大学が毎年実施する定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。ただし，

所定の項目について医師による健康診断を受け，その者が当該健康診断の結果を証明する書面を大学

に提出した場合は，この限りでない。 

２ 大学は，前項の健康診断の結果に基づいて必要があると認める場合には，当該特任教員の実情を考

慮して，就業の禁止，労働時間の制限等特任教員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。 

３ 特任教員は，正当な理由なく前項の措置を拒んではならない。 

（就業禁止） 

第74条 大学は，特任教員が次の各号の一に該当する場合には，就業を禁止することがある。 

(1) 伝染のおそれのある病人，保菌者及び保菌のおそれのある場合 

(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合 

(3) 前２号に準ずる場合 

２ 前項に該当する場合は，直ちに所属長に届け出て，その指示に従わなければならない。 

第10章 災害補償 

（業務災害） 

第75条 特任教員の業務上の災害補償については，労基法及び労災法の定めるところによる。 

（通勤途上災害） 

第76条 特任教員の通勤途上における災害補償については，労災法の定めるところによる。 

第11章 研修 

（研修） 

第77条 大学は，特任教員に対し，業務に必要な知識，技能を高め，資質の向上を図るため，必要な研

修を行う。 

２ 特任教員は，前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には，研修を受けなければならない。 

３ 専ら研究業務に従事する特任教員は，その職責を遂行するために，所属長の承認を受けて勤務場所

を離れて研修を行うことができる。 

第12章 出張 

（出張） 

第78条 大学は，業務上必要がある場合は，特任教員に出張を命じることがある。 

２ 出張を命じられた特任教員が出張を終えたときには，速やかにその旨を所属長に報告しなければな

らない。 

３ 前２項に定めるもののほか，出張に関する事項については，国立大学法人北海道大学旅費規則（平

成16年海大達第122号。次条において「旅費規則」という。）の定めるところによる。 

（旅費等） 

第79条 特任教員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については，旅費規則の定めるところによる。 

２ 前項に定めるもののほか，旅費等に関する事項については，職員就業規則又は船員就業規則の適用

を受ける職員の例による。 

第13章 職務発明等 

（職務発明及び成果有体物の権利の帰属） 

第80条 特任教員が職務上行った発明，考案又は著作に関する取扱いについては，国立大学法人北海道

大学職務発明規程（平成16年海大達第108号）の定めるところによる。 

２ 特任教員が教育若しくは研究の結果又はその過程において得た成果有体物に関する取扱いについて

は，国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程（平成17年海大達第14号）の定めるところによる。 

第14章 福利・厚生 

（宿舎利用） 

第81条 特任教員の宿舎の利用については，国立大学法人北海道大学宿舎貸与規則（平成16年海大達第

124号）の定めるところによる。 
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（福利・厚生施設） 

第82条 前条を除く福利・厚生施設の利用については，別に定める。 

附 則 

（略） 

附 則（平成27年４月１日海大達第65号） 

この規則は，平成27年４月１日から施行する。 

別表 

（略） 



 資料７＿  

北海道大学国際連携研究教育局における教員等の配置に関する要項 

平成 26 年４月１日 

総 長 裁 定 

（趣旨） 
第１条 本要項は，北海道大学国際連携研究教育局（以下「GI-CoRE」という。）における

業務に従事することを本務とする教員及び研究員（以下「教員等」という。）の配置に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（配置する教員等の範囲） 
第２条 GI-CoRE に配置する教員等は，次のとおりとする。 
(1) 北海道大学が誘致した海外大学の教育研究ユニット（グローバルステーション内の海外

ユニットを含む。次号において「海外大学ユニット」という。）に招へいする者 
(2) 海外大学ユニットとの国際連携研究及び国際連携教育（次条において「国際連携研究等」

という。）の円滑な遂行のために必要とされる既存の組織（以下「連携組織」という。）

に所属する教員等のうち，総長または国際連携研究教育局長が指名する者（連携組織に

新規に採用する者を含む。） 

（連携組織との関係） 
第３条 前条各号の教員等は，連携組織において国際連携研究等の業務に従事するものと

する。 
２ 前条第２号の教員等は，連携組織における業務にも本務として従事するものとする。 

（定年等の適用除外） 
第４条 総長は，第２条第１号に掲げる者のうち，国立大学法人北海道大学職員就業規則

（平成 16 年海大達第 85 号）の適用を受ける者に対して，人事委員会の議を経て，同規

則第 18 条第１項第１号の規定を適用しないことができる。 
２ 総長は，第２条第１号に掲げる者のうち，国立大学法人北海道大学特任教員就業規則

（平成 18 年海大達第 35 号）の適用を受ける者に対して，人事委員会の議を経て，同規

則第７条の２の規定を適用しないことができる。 
 
（雑則） 

第５条 この要項に定めるもののほか，GI-CoRE における業務に従事することを本務とす

る教員等の配置に関し必要な事項は，総長が定める。 
 

附 則 

この要項は，平成 26 年４月１日から実施する。 
附 則 

この要項は，平成 26 年７月１日から実施する。 
附 則 

この要項は，平成 27 年 10 月１日から実施する。 
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 資料８＿ 

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ～Ⅴの派遣先（一例） 

 

Ⅰ 北欧 オーフス大学・地方

自治体・農業組合等 

[ﾃﾞﾝﾏｰｸ]  

デンマークの環境規制「水環境計画」の約30年間に及ぶ努力とそ

の成果を教材として，農業の水環境への影響を多方面（主に研究・

コンサル・法規制の総合的肥料管理への影響と水環境汚染軽減の

ための役割）から学習することで，農業と環境の関連および農業

の持続可能な発展について主体的に考察する。 

Ⅱ ｱｼﾞｱ パテイン大学 

[ﾐｬﾝﾏｰ]   

人口増加と経済発展の著しい東南アジアにおける食資源問題の実

情を学習する。農業や畜産業，水産業の置かれている現状と，関

連工業や流通業の情勢，これらの基盤となる水土資源と環境問題

の実情，さらに社会体制の有り様を学習し，課題の整理と抽出，

解決法の提案に取り組む。 

Ⅲ ｵｾｱﾆｱ シドニー大学・アデ

レード大学・CSIRO(ｵ

ｰｽﾄﾗﾘｱ連邦科学産業

研究機構) 

[ｵｰｽﾄﾗﾘｱ]  

食資源問題における農業と水の関係について，オーストラリアの

先進的な水管理の現状を学習する。特に，排水の再利用に代表さ

れる水の量的・質的管理の実際とその仕組みを支える社会システ

ムについて学習し，総合的水管理を支える基本要素を抽出するこ

とで，多様な地域への展開法について検討する。 

リンカーン大学・

GNS(地質・核科学研

究所) 

[ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ]  

ニュージーランドにおける最先端農業の発展過程，現状を学習す

るとともに，国際社会での食資源をめぐる諸問題解決のひとつと

して，「異民族との共存・協働」を，ニュージーランドの先住民族

との共存のケースにより理解する。 

ｱｼﾞｱ IRRI(国際イネ研究

所) 

[ﾌｨﾘﾋﾟﾝ]  

アジアの多くの国で主要穀物として栽培されるイネについて，世

界の食資源課題との関連から持続的生産技術，遺伝・育種等に関

して，現地研究者等との協同作業により課題を見出し，その解決

に向けた方策を考察する。 

Ⅳ 日本 富良野市(北海道)  地方自治体として，地域資源としてのワインに着目をした地域産

業振興に取り組んでいる富良野市を事例として，ぶどう生産から

醸造，販売（地域ブランド化戦略）までの一貫した過程を実習す

る。地域資源の発見からその商品化，産業化の過程，農業者と行

政との合意形成プロセスについて学習することで，フィールドワ

ークによる文理融合の実践力を身につける。 

平取町（北海道） 立地条件が厳しい中山間地域における農業生産の実態について，

平取町に滞在して学習する。平取町は，稲作を中心とする土地利

用型農業から，ハウストマトを中心とする施設園芸型農業に移行

した成功事例であり，地方自治体，協同組合等の農業関連団体，

個別農業経営体の取り組みについて，現場経験を踏まえながら地

域の展開について考究する。 
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Ⅴ 日本 JICA(国際協力機構) 国際協力機構が実施する日本の ODA の取り組みを実地に学ぶため

に，JICA 本部もしくは各国にある JICA 事務所，もしくは各地の

事業実施場所に出向き，ODA の制度や仕組み，実際の活動内容，

様々な事業の背景や社会的ニーズ，抱えている課題や将来展望な

どについて，総合的・複合的に考究する。 

JIRCAS(国際農林水

産業研究センター) 

同研究センターが各国・各地で行っている研究プロジェクトにつ

いて，その背景と必要性を学んだ上で，調査活動にも参加し，デ

ータの取得手法と分析手法，評価方法などを学習し，さらに多数

の関係者とのディスカッションを通じて自らの研究課題へのアプ

ローチ法を深めていく。 

農林水産政策研究所 同研究所が開発した世界食料需給モデルプロジェクトに参加し，

モデルのメインテナンスや新たなデータの収集，最新手法を取り

入れた改良作業に従事させ，グローバルな視点から国際農産物貿

易の現状とその解決策について考究する。 

統計数理研究所 食資源学に関連するデータ解析に応用される統計モデルについ

て，実際に推定するために必要なコンピュータプログラミングの

知識を習得し，シミュレーション等を通じた食資源問題に関わる

将来予測を行う。 

（株）クボタ 生物生産工学と水環境の分野に関して，（株）クボタと連携して個

別プログラムを策定し，学生個人の研究内容とその進度に基づい

た指導を受けながら研究に取り組む。 

（株）ヤンマー 生物生産工学とその関連技術に関して，ヤンマー（株）と連携し

て個別プログラムを策定し，学生個人の研究内容とその進度に基

づいた指導を受けながら研究に取り組む。 

農業・食品産業技術

総合研究機構 北海

道農業研究センター 

夏季低温で冬季厳寒という北方圏環境を克服し，食料を安定的に

生産していくための水田・畑作・酪農の大規模生産システム開発

に関して，北海道農業研究センターと連携して個別プログラムを

策定し，学生個人の研究内容とその進度に基づいた指導を受けな

がら研究に取り組む。 

農業・食品産業技術

総合研究機構 九州

沖縄農業研究センタ

ー 

家畜生産・飼養栄養、畜産食品の機能性や糞尿処理にかかる一連

の畜産体系の中でテーマを設定し，生産者対応に向けた技術実

証・普及に関わる関連情報，研究知見や技術に関する指導を受け

ながら課題遂行に取り組むとともに，国内の畜産の現状、問題点

や将来展望に関して考究する。 

農業・食品産業技術

総合研究機構 農村

工学研究所 

農業土木学や地域環境工学とその関連技術に関して農村工学研究

所が実施している様々な研究プロジェクトに参加し，地域の農業

基盤の整備や環境保全の推進，農村地域の振興に結びつく研究の

方向性や手法を考究する。 
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JA士幌 トマトの水耕栽培における水処理技術ならびに水耕栽培水から得

られる有益な化学物質について考究する。また，ジャガイモので

んぷん工場における水処理技術および廃棄物を利用した新しいエ

ネルギー技術について学習し，食の生産現場における発電・農業・

食品加工・出荷に関する最新の技術について学習する。 

ｱｼﾞｱ IRRI(国際イネ研究

所) 

[ﾌｨﾘﾋﾟﾝ] 

同研究所が 30 年以上にわたって継続しているアジア地域の農村

調査に参加し，農家へのインタビュー調査の実施，収集したデー

タの取りまとめおよび統計解析作業に従事する。これにより，実

態分析とデータ解析の両面から，アジア地域の農村が抱える諸問

題について考究する。また，IRRIにおける育種の最大の成果のひ

とつは半矮性遺伝子を導入した多収品種 IR8(奇跡のイネ)の開発

であり，イネでの緑の革命に貢献した。現在も進められている多

収性やストレス耐性の研究や育種について実習し，省資源持続可

能なイネ作について考究する。 

パテイン大学 

[ﾐｬﾝﾏｰ] 

応用微生物学の視点から，ミャンマーの豊富な微生物資源を，極

度に限られた研究環境の中でいかに活用し研究を展開することが

できるか，現地の教員，学生と協力しながら実践し，学習する。 

ラオス国立大学 

[ﾗｵｽ] 

社会発展の著しい東南アジア諸国において最貧国に位置づけられ

るラオスでは，主食である稲作は，天水に依存した低地水田農業

と山岳焼畑農業に大別される。また貧困を脱却するために換金作

物の導入や畜産や養魚を取り入れた複合経営が取り組まれてい

る。農業生産の効率化や安定化に向けた農業技術の導入，農家収

入の改善に向けたミクロ経済の解析，多様な生態系や農業環境の

保全といった課題について総合的に学習する。 

カンボジア王立農業

大学 

[ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ] 

カンボジアはメコン川やトンレ・サップ湖といった水資源に恵ま

れた農業立国であるが，治水や灌漑施設の整備が立ち後れており，

主要な農産物である水稲の生産性は非常に不安定である。水資源

の有効利用に向けて，栽培・政策・環境の観点から諸問題を抽出

し，それぞれの解決策について探究する。 

カセサート大学 

[ﾀｲ] 

カセサート大学水産学部で継続的に実施しているアジア地域の漁

村調査に参加し，アンケートを実施するとともに，漁獲物の種組

成，体長組成を測定する。その結果を解析することによって，ア

ジアにおける漁業実態の解明と，主漁獲対象種の資源診断を実施

し，漁業管理体制の改善へと導く方法を考察する。 

東南アジア漁業開発

センター 

[ﾀｲ・ﾏﾚｰｼｱ] 

同センター訓練部局[ﾀｲ]，海洋漁業資源開発管理部局[ﾏﾚｰｼｱ]他で

継続的に実施している，アジア地域の沿岸漁業実態調査に参加し，

アンケート，聞き取り調査を実施するとともに，漁獲物標本の生

物調査結果ならびに，漁獲物の種組成，体長組成測定結果を解析

する。それらにより，当該地域における漁業実態の解明と，主漁

獲対象種の資源診断を実施し，漁業管理体制の改善へと導く方法

を考察する。 
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カントー大学 

[ﾍﾞﾄﾅﾑ] 

カントー大学は世界有数のメコン川メガデルタに位置しており，

その周辺は，米の主要輸出国であるベトナムの米生産量の半分に

相当する一大稲作地帯である。近年，上流部の水利用に伴った流

量の不安定化，地球温暖化の影響である洪水，高潮などの災害の

頻度が増大しており，これらに対するレジリアンスの強化が切望

されている。カントー大学と連携して，地域スケールでの対策や

グローバルスケールでの食料生産の安定供給に関して学習する。 

シンガポール国立大

学 

[ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ] 

シンガポール国立大学理学部食品科学チームと北海道大学水産学

部が継続的に実施している研修プログラムに参加し，シーフード

サプライチェーンの現状と問題点を把握し，今後のアジア水産業

における水産食品等の流通改善へと導く方法を考察する。 

ｱﾌﾘｶ ザンビア大学 

[ｻﾞﾝﾋﾞｱ] 

水・衛生・農業の連環を中心とした新しい持続性の高い資源管理

とその実施主体について，ザンビア大学と共同して実施するフィ

ールド調査・実証の一部に従事する。これらの過程を通じて，開

発途上国における貧困・農業・資源管理・衛生の相互関係を理解

し，アフリカ発の新しい社会システムと科学技術の連携について

提案を行う。 

北米 カリフォルニア大学

デービス校 

[ｱﾒﾘｶ] 

カリフォルニア州は野菜，果物，ナッツ類，米など多種多様な農

産物を生産しており，加工食品としてのワインの生産も盛んであ

る。カリフォルニア大学デービス校は，同州の農業と食品産業を

研究面と技術面で支えている。実習を通して学生は，大学が地域

の農業食料生産に貢献する具体例を学び，それを大学院修了後の

職業に生かしていく。 

ウィスコンシン大学 

[ｱﾒﾘｶ] 

バイオ燃料生産技術確立に向けた基礎研究と技術の応用につい

て，米国エネルギー省グレートレークスバイオエネルギーリサー

チ研究所（GLBRC）の拠点であるウィスコンシン大学マディソン校

で学ぶ。バイオ燃料研究をリードしている研究者との議論を通し

て技術について深く考察する。 

マサチューセッツ大

学アマースト校 

[ｱﾒﾘｶ] 

持続的食糧生産について，農地や資源のみではなく，その景観や

地域の人間社会との関わりを含めた広い視野について学ぶ。同大

学のエクステンションを活用し，地域と連携し，社会としての「持

続的生産」をどのように達成しようとしているか学習する。 

モンタナ州立大学 

[ｱﾒﾘｶ] 

食糧生産や農地・森林による二酸化炭素吸収量の将来予測を行う

ための，生態系モデルを利用したコンピューターシミュレーショ

ンについて，最先端の技術や課題を学習し，世界規模での農林地

を含む陸域生態系の気候変動下に対する反応及びそれに対応する

緩和策について考察する。 

オレゴン州立大学 

[ｱﾒﾘｶ] 

地球温暖化が世界の食資源問題に及ぼす影響について，農業生産

性向上や新品種開発，土地改良投資の経済効果など，日・米両国

での経験を中心に学習し，社会科学の観点から，世界規模での最

適な資源配分と農業生産のあり方について考究する。 



 5 / 5 
 

アイオワ州立大学 

[ｱﾒﾘｶ] 

食の安全を目指したバイオセンサ技術と食肉に関する試料の取り

扱い方法及びセンシングのための前処理方法について生化学の観

点で修得する。また，環境・畜産物にまつわる毒性に関して，化

学物質が細胞レベルで，人や動物に与える作用する機構や環境に

与える影響について学習する。 

欧州 オーフス大学 

[ﾃﾞﾝﾏｰｸ] 

 

同大学時系列計量経済学研究センターにおいて，食に関する事

件・事故の情報が食品関連企業の株価変動に及ぼす影響を解析す

るために，経済時系列解析を中心とする理論モデルの改良と発展，

応用に関する研究に従事させ，消費者の意識が株価を通じて食品

企業の価値に反映される過程を考究する。 

パリ第７大学 

[ﾌﾗﾝｽ] 

食糧生産や農地・森林による二酸化炭素吸収量の広域的・同時的

診断を行うための，衛星リモートセンシングについて，最先端の

技術や課題を学習し，世界規模での農林地を含む陸域生態系の炭

素管理や，干ばつなどの極端現象への早期警戒情報について考察

する。 

ｵｾｱﾆｱ シドニー大学 

[ｵｰｽﾄﾗﾘｱ]  

食資源問題における農業と水の関係について，オーストラリアの

先進的な水管理の現状を学習する。特に，排水の再利用に代表さ

れる水の量的・質的管理の実際とその仕組みを支える社会システ

ムについて学習し，総合的水管理を支える基本要素を抽出するこ

とで，多様な地域への展開法について検討する。 

西オーストラリア大

学 

[ｵｰｽﾄﾗﾘｱ] 

食品安全性に対する意識やパッケージの表示内容に応じた支払意

志額など，主に消費者の視点から食料需要の特徴を解析する手法

を学習し，先進国および発展途上国における比較研究から，地域

ごとに異なるマーケティング戦略について考究する。 

CSIRO(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ連邦

科学産業研究機構) 

[ｵｰｽﾄﾗﾘｱ] 

食資源問題における農業と水の関係について，オーストラリアの

先進的な水管理の現状を学習する。特に，排水の再利用に代表さ

れる水の量的・質的管理の実際とその仕組みを支える社会システ

ムについて学習し，総合的水管理を支える基本要素を抽出するこ

とで，多様な地域への展開法について検討する。 

 



履修モデル(1/5) 農学部で農業工学を学び，修士修了後は農業機械系民間
製造業で中進国における農業機械の普及に取り組む

M2M1

テーマ科目 【6単位】

生物生産技術特論
ポストハーベスト技術特論
持続的生産特論演習
水土管理特論
国際食資源経済学特論
比較農村社会学特論演習

選択科目【2単位】

国際実践力演習

演習・研究科目【2単位】

食資源学演習Ⅰ

演習・研究科目【6単位】

食資源学演習Ⅱ
食資源学研究Ⅰ

総論科目 【9単位】

食資源学総論
食資源生産論
食資源環境論
食資源ガバナンス論
食資源倫理論

ワンダーフォーゲル実習Ⅱ
ﾐｬﾝﾏｰ・ﾊﾟﾃｲﾝ大 ２週間

発展途上国での食料生産・
土地管理・水資源管理と人
間開発

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ
ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｵｰﾌｽ大 １週間

先進国型農業における酪
農・畜産と物質循環・環境
管理の取組み

特定課題研究
「経済発展にともなう機
械化営農の進展に関
する国際比較研究」

食資源の現場を出来
るだけ幅広く知るため，
広範なテーマで科目
を選択する。

国際社会で必要となる
コミュニケーションスキ
ルを向上させる。

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ・ﾘﾝｶｰﾝ大学
１週間

先進国型農業における最
先端農業技術の展開

フィールドワーク科目
【4単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ・Ⅱ
事前・事後演習Ⅰ・Ⅱ

修了要件(以下を含み33単位)
• 必修 21単位
• 選必 8単位

必修

選択必修

選択

主たる就職先

農業機械系民間製造
業等

フィールドワーク 【2単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
事前・事後演習Ⅲ

自己の課題に取り組
む契機とする。

選択科目【2単位】

食資源特別講義
食資源特別演習

食資源にまつわる幅広
い課題を認識する。

資料９



履修モデル(2/5) 農学部で生物機能化学を学び，修士修了後は食品系民間
製造業で新製品の企画・開発を担う

M2M1

テーマ科目 【6単位】

生物生産技術特論
ポストハーベスト技術特論
持続的生産特論演習
食と健康特論演習
環境資源特論
国際食資源経済学特論

選択科目【2単位】
国際理解
食資源特別講義

演習・研究科目【2単位】

食資源学演習Ⅰ

演習・研究科目【6単位】

食資源学演習Ⅱ
食資源学研究Ⅰ

選択科目【2単位】

食資源特別講義
食資源特別演習

総論科目 【9単位】

食資源学総論
食資源生産論
食資源環境論
食資源ガバナンス論
食資源倫理論

ワンダーフォーゲル実習Ⅱ
ﾐｬﾝﾏｰ・ﾊﾟﾃｲﾝ大 ２週間

発展途上国での食料生産・
土地管理・水資源管理と人
間開発

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ
ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｵｰﾌｽ大 １週間

先進国型農業における酪
農・畜産と物質循環・環境
管理の取組み

修士論文
「気候変動が国内ワイ
ン製造に及ぼす生産学
的および経済学的研
究」

食資源の現場を出来
るだけ幅広く知るため，
広範なテーマで科目
を選択する。

国際社会で必要となる
コミュニケーションスキ
ルを向上させる。

ワンダーフォーゲル実習Ⅳ
北海道・富良野市 2週間

国内生産地における農業
振興と地域政策

フィールドワーク
【4単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ・Ⅱ
事前・事後演習Ⅰ・Ⅱ

修了要件(以下を含み33単位)
• 必修 21単位
• 選必 8単位

必修

選択必修

選択

主たる就職先

食品系民間製造業等

フィールドワーク 【2単位】
ワンダーフォーゲル実習Ⅳ
事前・事後演習Ⅳ

食資源にまつわる幅広
い課題を認識する。

自己の課題に取り組
む契機とする。



履修モデル(3/5)
経済学部で国際経済学を学び，修士修了後は総合商社で農産物や
食料品の貿易を担う，あるいは国家公務員として経済政策に関わる

M2M1

テーマ科目 【6単位】

国際食資源経済学特論
分析経済学特論
食資源統計学特論演習
環境資源特論
ポストハーベスト技術特論
食と健康特論演習

選択科目【2単位】

文系のための自然科学基礎論

演習・研究科目【2単位】

食資源学演習Ⅰ

演習・研究科目【6単位】

食資源学演習Ⅱ
食資源学研究Ⅰ

総論科目 【9単位】

食資源学総論
食資源生産論
食資源環境論
食資源ガバナンス論
食資源倫理論

ワンダーフォーゲル実習Ⅱ
ﾐｬﾝﾏｰ・ﾊﾟﾃｲﾝ大 ２週間

発展途上国での食料生産・
土地管理・水資源管理と人
間開発

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ
ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｵｰﾌｽ大 １週間

先進国型農業における酪
農・畜産と物質循環・環境
管理の取組み

特定課題研究
「国際的米需給に影響
を及ぼす要因と今後の
将来展望」

食資源の現場を出来
るだけ幅広く知るため，
広範なテーマで科目
を選択する。

文系出身のため自然科
学基礎論を受講する。

フィールドワーク
【4単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ・Ⅱ
事前・事後演習Ⅰ・Ⅱ

修了要件(以下を含み33単位)
• 必修 21単位
• 選必 8単位

必修

選択必修

選択

主たる就職先

総合商社等

国家公務員（経済産
業省，農林水産省，
等）

フィールドワーク 【1単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅴ

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
ﾌｨﾘｯﾋﾟﾝ・国際稲研究所
１週間

稲作研究の最先端と世界
の米生産の実態

フィールドワーク 【2単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
事前・事後演習Ⅲ

ワンダーフォーゲル実習Ⅴ
農林水産政策研究所
4週間

国際貿易，国際経済と国
内農業政策の連関

自己の課題に取り組む
契機とする。

選択科目【1単位】

食資源特別演習

食資源にまつわる幅
広い課題を認識する。



履修モデル(4/5) 水産学部で海洋資源科学を学び，修士修了後は国家公務員として資源政策
や環境政策を担当，将来はOECDで海洋資源管理に関する国際交渉を担う

M2M1

テーマ科目 【6単位】

環境資源特論
水土管理特論
国際食資源経済学特論
食資源統計学特論演習
分析経済学特論
持続的生産特論演習

選択科目【2単位】

国際実践力演習

演習・研究科目【2単位】

食資源学演習Ⅰ

演習・研究科目【6単位】

食資源学演習Ⅱ
食資源学研究Ⅰ

総論科目 【9単位】

食資源学総論
食資源生産論
食資源環境論
食資源ガバナンス論
食資源倫理論

ワンダーフォーゲル実習Ⅱ
ﾐｬﾝﾏｰ・ﾊﾟﾃｲﾝ大 ２週間

発展途上国での食料生産・
土地管理・水資源管理と人
間開発

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ
ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｵｰﾌｽ大 １週間

先進国型農業における酪
農・畜産と物質循環・環境
管理の取組み

特定課題研究
「世界の海洋資源評価
法の研究動向と今後の
資源管理の方向性」

食資源の現場を出来
るだけ幅広く知るため，
広範なテーマで科目
を選択する。

国際社会で必要となる
コミュニケーションスキ
ルを向上させる。

ワンダーフォーゲル実習Ⅴ
統計数理研究所 4週間

生態系モデリングとデータ
管理に関する実際

フィールドワーク
【4単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ・Ⅱ
事前・事後演習Ⅰ・Ⅱ

修了要件(以下を含み33単位)
• 必修 21単位
• 選必 8単位

必修

選択必修

選択

主たる就職先

国家公務員（農林水
産省，環境省，等）

民間シンクタンク，コン
サルタント等

フィールドワーク 【1単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅴ

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｼﾄﾞﾆｰ大学
１週間

環境変動，資源管理と環
境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ研究の最先端

フィールドワーク 【2単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
事前・事後演習Ⅲ

自己の課題に取り組
む契機とする。

選択科目【1単位】

食資源特別演習

食資源にまつわる幅
広い課題を認識する。



履修モデル(5/5)

M2M1

テーマ科目 【6単位】

環境資源特論
水土管理特論
環境解析とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ特論演習
国際食資源経済学特論
比較農村社会学特論演習
食資源統計学特論演習

選択科目【2単位】

国際理解
食資源特別講義

演習・研究科目【2単位】

食資源学演習Ⅰ

演習・研究科目【6単位】

食資源学演習Ⅱ
食資源学研究Ⅰ

総論科目 【9単位】

食資源学総論
食資源生産論
食資源環境論
食資源ガバナンス論
食資源倫理論

ワンダーフォーゲル実習Ⅱ
ﾐｬﾝﾏｰ・ﾊﾟﾃｲﾝ大 ２週間

発展途上国での食料生産・
土地管理・水資源管理と人
間開発

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ
ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｵｰﾌｽ大 １週間

先進国型農業における酪
農・畜産と物質循環・環境
管理の取組み

修士論文
「地域開発における水
資源管理の意義と役割，
課題に関する研究」

食資源の現場を出来
るだけ幅広く知るため，
広範なテーマで科目
を選択する。

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ大学
１週間

先進国型農業における水
利用管理のあり方と気候
変動に対する対応策

フィールドワーク
【4単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅰ・Ⅱ
事前・事後演習Ⅰ・Ⅱ

修了要件(以下を含み33単位)
• 必修 21単位
• 選必 8単位

必修

選択必修

選択

博士後期課程へ進学

ワンダーフォーゲル実習Ⅴ
国際農林水産業研究セン
ター JIRCAS 1ヶ月

アジアにおける河川デルタ
地帯の地域開発を促進す
るための水管理問題

フィールドワーク 【2単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅲ
事前・事後演習Ⅲ

フィールドワーク 【1単位】

ワンダーフォーゲル実習Ⅴ

工学部で衛生工学を学び，修士修了後は博士後期課程へ進学して水資
源管理に関する研究に取り組む（将来は国の研究機関の研究職を志望）

自己の課題に取り組
む契機とする。

選択科目【1単位】

食資源特別演習

国際社会で必要となる
コミュニケーションスキ
ルを向上させる。

食資源にまつわる幅
広い課題を認識する。



 資料１０＿ 

修了までのスケジュール表 

 
学

年 
学位取得までのスケジュール 研究指導体制 

1 

 

■ 4 月 

・ 入試の際に提出された「出願書類」に記載の内容を参考として，

指導教員と 2 名の専任教員からなる教育指導委員会を設置す

る。 

・ 学生は本学院での学習と研究に対する所信と自らの志望を「学

習・研究に対する展望」として教育指導委員会に提出し，学生

ポートフォリオを立ち上げる。 

 

■ 学年末まで 

・ 食資源学演習Ⅰにおいて，学生の興味とワンダーフォーゲル実

習Ⅰ・Ⅱに関連性を持たせるよう指導し，２年目の修士論文又

は特定課題研究作成に繋げる。なお，「修士論文」又は「特定課

題研究」のどちらにするかの方向性は１年次終了時に決定する。 

・ 学生ポートフォリオ及び面談等によって，必要があれば次年度

の指導教員と教育指導委員会の構成教員の見直しを行う。 

 

 

指導教員と教育指導

委員会による指導 

 

授業（実習・演習を含

む）における関係教員

等による指導 

 

ワンダーフォーゲル

実習に関係する研究

者・実務者等による指

導 

2 

 

■ 12 月末まで 

・ 食資源学演習Ⅱにおいて，学生の研究テーマとワンダーフォー

ゲル実習Ⅲ・Ⅳに関連性を持たせるよう指導する。 

・ 学生は必要に応じて，教育指導委員会の教員と熟議の上，ワン

ダーフォーゲル実習Ⅴの行き先を決定し，実習を行う。 

・ 学生は食資源学演習Ⅱにおいて，修士論文又は特定課題研究の

素稿を教育指導委員会に提出するとともに，その内容を口頭発

表し，教育指導委員会はその内容について予備審査を行う。 

 

■ 1 月下旬まで 

・ 学生は食資源学演習Ⅱにおいて，修士論文又は特定課題研究最

終稿を教育指導委員会に提出する。 

・ 教育指導委員会は修士論文又は特定課題研究の内容ならびに

学位申請提出資格の適格性の審査を行い，その結果を教授会に

報告する。 

・ 教授会は論文受理の可否について審議する。 

・ 受理された論文について，主査 1名，副査 2名以上からなる学

位論文審査委員会（特定課題研究の審査も含む）を設置する。 

 

■ 2 月上旬まで 

・ 学位審査を公開発表と口頭試験により行う。 

・ 学位論文審査委員会は審査の結果を学院長に報告し，食資源学

研究Ⅰの単位認定を行う。 

 

■ 2 月下旬まで 

・ 教授会は学位審査の結果および単位修得状況に基づき，修了者

を決定し，総長に進達する。 

 

指導教員と教育指導

委員会による指導 

 

授業（実習・演習を含

む）における関係教員

等による指導 

 

ワンダーフォーゲル

実習に関係する研究

者・実務者等による指

導 

＊学位論文審査委員会の構成については透明性，客観性，公平性に十分配慮する。 
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 資料１１  
国立大学法人北海道大学における研究活動上の不正行為に関する規程 

平成19年７月23日 

海大達第221号 

（目的） 

第１条 この規程は，国立大学法人北海道大学（以下「本学」という。）における不正行為の防止及び

不正行為があった場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において「役職員等」とは，次の各号に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。 

(1) 役員及び職員 

(2) 学部学生，大学院学生，聴講生，科目等履修生その他の本学において修学している者 

(3) 研究生，受託研究員その他の本学において研究に従事している者 

２ この規程において「不正行為」とは，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 研究活動上の行為であって，捏造（存在しないデータ，研究結果等を作成することをいう。），

改ざん（研究資料，機器及び過程を変更する操作を行い，データ，研究活動によって得られた結果

等を真正なものでないものに加工することをいう。），盗用（他の者のアイデア，分析方法，解析

方法，データ，研究結果，論文又は用語を，当該者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。）

及びこれらの行為の証拠を隠滅し，又は立証を妨げるもの。ただし，故意によるものでないことが

根拠をもって明らかにされたものを除く。 

(2) 研究活動上の行為であって，二重投稿（他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ

論文を投稿することをいう。），不適切なオーサーシップ（論文著作者が適正に公表されないこと

をいう。）及びこれらの行為の証拠を隠滅し，又は立証を妨げるもの。ただし，故意によるもので

ないことが根拠をもって明らかにされたものを除く。 

３ この規程において「部局等」とは，人材育成本部，創成研究機構，国際本部，高等教育推進機構，

サステイナブルキャンパス推進本部，安全衛生本部，大学力強化推進本部，産学・地域協働推進機構，

総合IR室，各学部，病院，各研究科，各学院，各研究院，公共政策学教育部，公共政策学連携研究部，

各附置研究所，附属図書館，各研究センター，各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。 

（役職員等の責務） 

第３条 役職員等（前条第１項各号に掲げる者に限る。以下この条（第４項を除く。）及び第６条第２

項において同じ。）は，倫理観の涵養及び保持に努めるとともに，不正行為を行ってはならない。 

２ 研究に従事する役職員等は，本学が実施する研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための

教育（以下「研究倫理教育」という）を受講するものとする。 

３ 役職員等は，職務上直接の指示命令を行う者について，当該者が不正行為を行うことのないよう，

適切に監督するものとする。 

４ 役職員等が不正行為を行った場合は，当該不正行為を行った者がその責任を負うものとする。 

（研究不正対応最高管理責任者） 

第４条 本学における不正行為の防止等に関する総括を行う者として，本学に，研究不正対応最高管理

責任者（以下「最高管理責任者」という。）を置き，総長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は，不正行為を防止するための対策の基本方針（次条において「基本方針」という。）

を策定するとともに，適切な措置を講じるものとする。 

３ 最高管理責任者は，次条に規定する研究不正対応統括管理責任者及び第６条に規定する研究倫理教

育責任者が責任を持って研究倫理教育を行うことができるよう，必要な措置を講ずるものとする。 

（研究不正対応統括管理責任者） 

第５条 本学に，最高管理責任者を補佐し，本学における不正行為の防止及び不正行為があった場合の

措置について統括する者として，研究不正対応統括管理責任者（以下「統括管理責任者」という。）

を置き，総長が指名する理事をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は，基本方針に基づき，研究倫理教育プログラムその他の本学全体の具体的な対策

を策定及び実施するとともに，その実施状況を確認し，最高管理責任者に報告するものとする。 

３ 統括管理責任者は，役職員等が不正行為を行った場合には，関係理事と連携して厳正に対処するも

のとする。 
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（研究倫理教育責任者） 

第６条 部局等における不正行為の防止及び公正な研究活動を促進するための研究倫理教育を実施する

責任者として，部局等に，研究倫理教育責任者を置き，部局等の長をもって充てる。 

２ 研究倫理教育責任者は，統括管理責任者の指示に基づき，当該部局等における研究活動に関わる全

ての役職員等に対し，研究倫理教育を行わなければならない。 

（研究データの保存及び開示） 

第６条の２ 研究活動に関わる全ての役職員等は，その研究データを一定期間保存し，必要な場合に開

示しなければならない。 

２ 保存又は開示する研究データの内容，保存期間，保存方法及び開示方法等については，データの性

質や研究分野の特性を踏まえ，最高管理責任者が別に定める。 

（申立て及び情報の提供） 

第７条 何人も，本学において不正行為があることを疑うに足りる事由を知ったときは，当該不正行為

の事実を調査させるため，最高管理責任者に対し，当該不正行為に関する申立てをし，又は情報の提

供を行うことができる。 

（申立ての方法） 

第８条 前条の申立ては，原則として次に掲げる事項を明らかにした書面を次条第１項の窓口を経由し

て提出することにより行うものとする。 

(1) 申立てをする者の氏名又は名称及び住所 

(2) 不正行為を行った疑いがある役職員等（以下「被申立者」という。）の氏名 

(3) 不正行為の態様及び内容 

(4) 不正行為とする科学的かつ合理的な理由 

(5) 第10条第１項本文の規定により氏名，住所その他の申立てをした者を識別することができる事項

を明らかにしないことについての希望の有無 

２ 前項の書面の提出は，郵便を利用する方法，ファクシミリを利用してする送信の方法又は電子メー

ルの送信の方法により行うことができるものとする。 

（不正行為申立て窓口） 

第９条 本学に，申立て及び申立ての意思を明示しない相談を受け付けるため，不正行為申立て窓口（以

下「窓口」という。）を設置する。 

２ 窓口は，弁護士である者に委嘱するものとする。 

３ 窓口は，第１項の規定による申立ての意思を明示しない相談を受けたときは，その内容について統

括管理責任者に適宜の方法により報告するものとする。 

４ 統括管理責任者は，前項の報告を受けたときは，その内容について確認し，相当の理由があると認

めた場合は，窓口を経由して，相談者に対し，申立ての意思の有無について確認するものとする。 

５ 前項の規定による確認の結果，相談者に申立ての意思がある場合には，統括管理責任者は，窓口を

経由して，相談者に前条に定める書面の提出を求めることができる。 

６ 窓口は，前条第１項の規定による申立てを受けたときは，同項の書面を統括管理責任者に送付する

ものとする。 

（氏名等の秘匿を希望した申立者） 

第10条 第８条第１項に規定する申立てをした者は，その希望により，窓口として委嘱された者以外の

者に氏名，住所その他の当該申立てをした者を識別することができる事項を明らかにしないことがで

きる。ただし，当該申立てが，第16条第３項に該当する場合は，この限りではない。 

２ 次条第１項に規定する情報の提供を行った者は，氏名，住所その他の当該情報の提供を行った者を

識別することができる事項を明らかにしている場合には，その希望により，当該情報の提供を受けた

者，最高管理責任者，統括管理責任者及び窓口として委嘱された者以外の者に氏名，住所その他の当

該情報の提供を行った者を識別することができる事項を明らかにしないことができる。ただし，当該

申立てが，第16条第３項に該当する場合は，この限りではない。 

（情報の提供） 

第11条 第８条第１項に規定する書面によらないで，又は同項に規定する窓口を経由しないで，本学に

対し不正行為に関する情報の提供があった場合には，当該情報の提供を受けた者は，速やかに当該情

報の提供を受けた旨を統括管理責任者に通知するものとする。 

２ 統括管理責任者は，前項の規定による通知を受けた場合で，同項に規定する情報の提供を行った者
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が氏名，住所その他の当該情報の提供を行った者を識別することができる事項を明らかにしていると

きは，第８条第１項各号に掲げる事項を確認するものとする。 

（予備調査） 

第12条 統括管理責任者は，第９条第６項の規定による書面の送付又は前条第１項の規定による通知を

受けた場合において同項の情報の提供が合理性を有する内容のものであると認めるときは，不正行為

調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置し，予備調査を行うものとする。 

２ 前項の調査は，第14条第１項各号に掲げる委員のうち，統括管理責任者が指名する委員が行うもの

とする。 

３ 第１項の調査は，次に掲げる方法により，申立ての内容の合理性及び客観的な資料により検証する

ことができるかどうかについて調査するものとする。 

(1) 申立者（第７条の規定により申立てをした者であって，氏名，住所その他の当該申立てをした者

を識別することができる事項を明らかにしているものをいう。以下同じ。），被申立者その他の関

係者（以下「関係者」という。）からの証言の聴取 

(2) 申立てに係る不正行為を疎明するに足りる実験ノート，実験記録その他データ等の検証 

(3) 申立てに係る不正行為に関する研究報告の原稿，発表記録等の検証 

(4) 申立てに係る研究に関する資金の検証 

(5) その他調査委員会が必要と認めた方法 

４ 第１項の調査は，第９条第６項の規定による書面の送付又は前条第１項の規定による通知を受けた

日から概ね30日以内に終了するものとする。 

（調査の要否の決定） 

第13条 統括管理責任者は，前条の予備調査の終了後，調査を行うかどうかを速やかに決定し，併せて

最高管理責任者へ報告するものとする。 

２ 統括管理責任者は，前項の規定による調査を行うことを決定したときは，速やかに調査委員会にお

いて，当該調査を行うものとする。 

３ 統括管理責任者は，第１項の規定による調査を行うことを決定したときは，その旨並びに調査委員

の所属及び氏名を，次に掲げる者に書面により通知するものとする。この場合において，統括管理責

任者は，第10条各項本文の規定により氏名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明ら

かにしないことを希望した申立者に対し通知するときは，窓口を経由して行うものとする。 

(1) 申立者 

(2) 被申立者 

(3) 被申立者の所属する部局等の長（被申立者が第２条第１項各号に掲げる者であった者である場合

にあっては，当該被申立者が申立て又は情報の提供（以下単に「申立て」という。）に係る研究を

行った際に所属していた部局等の長をいう。以下同じ。）（当該部局等の長が被申立者である場合

にあっては，当該部局等の教員のうちから理事が指名する者とする。以下この条及び次条において

同じ。） 

(4) 被申立者の所属する機関の長（被申立者が第２条第１項各号に掲げる者であった者である場合を

除き，被申立者に当該機関に所属する者がある場合に限る。第18条及び第22条において同じ。） 

４ 前項の通知を受けた申立者及び被申立者が，調査委員会の委員に，委員として適当でない者が含ま

れていると思料する場合は，統括管理責任者に対し，前項の通知を受け取った日から７日以内に異議

申立てをすることができる。この場合において，第10条各項本文の規定により氏名，住所その他の申

立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望した申立者は，窓口を経由して異議申

立てを行うことができるものとする。 

５ 統括管理責任者は，前項の異議申立ての内容を審査し，その内容が妥当であると判断したときは，

当該異議申立てに係る委員を変更するものとする。 

６ 統括管理責任者は，前項の規定により委員の一部を変更した場合は，その旨を申立者及び被申立者

に通知するものとする。この場合において，統括管理責任者は，第10条各項本文の規定により氏名，

住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し通知

するときは，窓口を経由して行うものとする。 

７ 統括管理責任者は，第１項の規定による調査を行わないことを決定したときは，理由を付してその

旨を申立者に通知するとともに，申立てに係る研究に関する資料を保存し，申立者並びに公募型研究

資金等の配分を行う機関及び当該公募型研究資金等を所管する中央省庁（以下「資金配分機関」とい
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う。）の求めに応じ開示するものとする。この場合において，統括管理責任者は，第10条各項本文の

規定により氏名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望した

申立者に対し通知するときは，窓口を経由して行うものとする。 

８ 統括管理責任者は，第２項の規定により調査を行うことを決定した場合で，申立ての内容に第２条

第２項第１号に掲げるものが含まれているときは，資金配分機関へ書面により報告するものとする。 

（調査委員会） 

第14条 調査委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。ただし，調査対象となる事案について，特

別の事情があると統括管理責任者が認める場合には，第２号又は第３号の委員を除いて組織すること

ができる。 

(1) 最高管理責任者が指名する統括管理責任者以外の理事 

(2) 統括管理責任者が指名する部局等の長 

(3) 統括管理責任者が指名する役職員 若干名 

(4) 弁護士等の学外の有識者 若干名 

(5) その他統括管理責任者が必要と認めた者 

２ 前項第４号の委員の数の合計は，調査委員会の委員の半数以上でなければならない。 

３ 第１項第２号から第５号までの委員は，総長が委嘱する。ただし，同項第３号の委員の委嘱は，被

申立者の所属する部局等の長の推薦に基づくものとする。 

４ 申立者又は被申立者と利害関係を有する者は，調査委員会の委員となることができない。 

５ 調査委員会に委員長を置き，第１項第１号の委員をもって充てる。 

（調査委員会による調査） 

第15条 調査委員会は，次に掲げる事項について調査を行うものとする。 

(1) 不正行為の有無 

(2) 不正行為の内容 

(3) 不正行為に関与した者及びその関与の度合い 

(4) 当該研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割 

２ 第13条第１項の調査は，申立てに係る研究に関する論文，実験ノート，観察ノート，データその他

の資料の検証及び関係者の証言の聴取により行うこととする。 

３ 調査委員会は，被申立者に対し，申立てに係る研究に関する実験等（以下「再実験」という。）を

行うことを要請することができる。 

４ 本学は，調査委員会が被申立者に対し，前項の規定による再実験を行うことを要請した場合には，

再実験を行うために必要な期間を与え，経費及び場所等を提供することができるものとする。 

５ 再実験は，調査委員会の指導及び監督の下に実施されなければならない。 

（調査委員会による認定） 

第16条 調査委員会は，第13条第１項の調査の開始後概ね150日以内に，不正行為に該当するかどうかに

ついての認定を行うものとする。ただし，前条第３項による再実験を行った場合は，その再実験に要

した期間は本条本文に定める期間としては算入しないものとする。 

２ 前項の認定に際しては，前条第１項に掲げる事項を明らかにするものとする。 

３ 調査委員会は，不正行為に該当しないと認定した場合であって，調査の過程で申立てが悪意（被申

立者を陥れるため，又は被申立者が行う研究を妨害するためなど，専ら被申立者に何らかの損害を与

えることや被申立者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。第19条第２項

において同じ。）に基づくものであると判明したときは，併せてその旨の認定を行うものとする。 

４ 調査委員会委員長は，第１項の規定により調査委員会が認定を行ったときは，速やかに当該調査の

内容に係る調査報告書を作成し，これに，申立てに係る不正行為に関する資料を添えて，最高管理責

任者に報告するものとする。 

（資金配分機関への報告） 

第17条 最高管理責任者は，第13条第８項に規定するときにあっては，前条第４項に規定する調査報告

書の内容，不正行為要因及び再発防止計画について資金配分機関へ報告するものとする。 

（認定結果の通知） 

第18条 最高管理責任者は，第16条第４項の規定による報告を受けたときは，書面をもって，次の各号

に掲げる者に対して認定の結果を通知するものとする。この場合において，最高管理責任者は，第10

条各項本文の規定により氏名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないこ
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とを希望した申立者に対し通知するときは，窓口を経由して行うものとする。 

(1) 申立者 

(2) 被申立者（被申立者以外で不正行為に関与したものと認定された者を含む。以下同じ。） 

(3) 被申立者の所属する部局等の長 

(4) 被申立者の所属する機関の長 

(5) 申立者の所属する部局等の長（当該認定が第16条第３項に基づくものである場合に限る。次号及

び第22条において同じ。） 

(6) 申立者の所属する機関の長 

（不服申立て） 

第19条 第13条第１項の調査の結果，不正行為として認定された被申立者は，統括管理責任者に対し，

第18条前段の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に，当該認定についての不服申

立てをすることができる。 

２ 第13条第１項の調査の結果，申立てが悪意に基づくものであると認定された申立者は，統括管理責

任者に対し，第18条前段の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に，当該認定につ

いての不服申立てをすることができる。 

３ 前２項の不服申立ては，一の事由につき１回に限り行うことができるものとする。 

（不服申立ての方法） 

第20条 前条の不服申立ては，次に掲げる事項を明らかにした書面を提出することにより行うものとす

る。 

(1) 不服申立てをする者の氏名又は名称及び住所 

(2) 認定の内容 

(3) 再調査を必要とする科学的かつ合理的な理由 

２ 前項の書面の提出は，郵便を利用する方法，ファクシミリを利用してする送信の方法又は電子メー

ルの送信の方法により行うことができるものとする。 

（不服申立てについての資金配分機関への報告） 

第21条 統括管理責任者は，第13条第８項に規定する場合であって，第19条第１項の不服申立てを受け

たとき及び第23条本文の再調査を行わせるときは，資金配分機関へ報告するものとする。 

（不服申立ての通知） 

第22条 統括管理責任者は，第19条第１項の不服申立てを受けたときは，その旨を次に掲げる者に書面

により通知するものとする。この場合において，統括管理責任者は，第10条各項本文の規定により氏

名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し

通知するときは，窓口を経由して行うものとする。 

(1) 申立者 

(2) 被申立者 

(3) 被申立者の所属する部局等の長 

(4) 被申立者の所属する機関の長 

(5) 申立者の所属する部局等の長 

(6) 申立者の所属する機関の長 

（認定についての再調査） 

第23条 統括管理責任者は，第19条第１項の不服申立てを受けたときは，当該不服申立てに係る認定に

ついての再調査を，第13条第１項の調査を行った調査委員会に行わせるものとする。ただし，統括管

理責任者が公平性を確保するため必要，又は新たに専門性を要する判断が必要と認めたときは，調査

委員会の委員のうち，第14条第１項第３号から第５号までの者の全部又は一部の者を変更することが

できるものとする。 

２ 調査委員会は，再調査を行うに当たっては，不服申立てをした者に対し，第13条第１項の調査の結

果を覆すに足る資料の提出その他当該事案の速やかな解決に必要な協力を求めるものとし，不服申立

てをした者が必要な協力を行わないときは，再調査を行わず，又は打ち切ることができる。 

（再調査による確認又は認定） 

第24条 調査委員会が再調査を開始した場合は，不服申立てを受けた日から概ね50日以内に再調査を終

了するものとする。この場合において，調査委員会は，再調査の結果，最初の認定を正当と認めると

きは，これを確認するものとし，不当と認めるときは，最初の認定を修正し，又はこれに代えて新た
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な認定を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，第19条第２項の不服申立てに係る認定についての再調査は，不服申立て

を受けた日から概ね30日以内に再調査を終了するものとする。 

（再調査による確認又は認定の結果の報告） 

第25条 統括管理責任者は，前条の規定による確認又は認定の結果を速やかに最高管理責任者に報告す

るものとする。 

（再調査による確認又は認定の結果の資金配分機関への報告） 

第26条 最高管理責任者は，第13条第８項に規定する場合であって，前条の規定による報告を受けたと

きは，第24条の規定による確認又は認定の結果を資金配分機関へ報告するものとする。 

（再調査による確認又は認定の結果の通知） 

第27条 最高管理責任者は，前条の規定による報告を受けたときは，第22条各号に掲げる者に対して，

確認又は認定の結果を書面により通知するものとする。この場合において，最高管理責任者は，第10

条各項本文の規定により氏名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないこ

とを希望した申立者に対し通知するときは，窓口を経由して行うものとする。 

（申立者等の保護） 

第28条 最高管理責任者は，申立てをしたことを理由として，申立者に対し不利益な取扱いをしてはな

らない。 

２ 最高管理責任者は，被申立者が申立てをされたことを理由として，被申立者の研究活動が全面的に

停止される等被申立者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 

３ 最高管理責任者は，調査に対する協力その他の不正行為に関して正当な対応をしたことを理由とし

て，当該対応をした者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 最高管理責任者は，申立てに係る認定が第16条第３項に該当する場合を除き，最高管理責任者，統

括管理責任者及び調査委員会の委員以外の者に，第10条各項本文の規定において氏名，住所その他の

申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望しなかった者を特定できないように

配慮しなければならない。 

（調査への協力） 

第29条 関係者は，調査に対し誠実に協力しなければならない。 

（資金配分機関への情報提供等） 

第30条 最高管理責任者は，第13条第８項に規定するときにあっては，調査に支障を来す等正当な事由

がある場合を除き，調査に係る進捗状況の報告，資料の供閲及び提出並びに現地調査等の資金配分機

関からの要請に応じるものとする。 

（秘密保持義務） 

第31条 窓口として委嘱された者，第11条第１項に規定する情報の提供を受けた者及び調査委員会の委

員その他の者は，不正行為に関して知り得た情報を漏らしてはならない。 

（公表） 

第32条 最高管理責任者は，不正行為（第２条第２項第１号に掲げるものに限る。以下この条において

同じ。）があったものと認定した場合（第19条第１項の不服申立てを受けたときは，第24条の確認又

は認定を行った場合）は，合理的な理由のため公表を控える必要があると認めた場合を除き，速やか

に調査結果を公表するものとする。この場合において，公表する内容は，不正行為に関与した者の所

属及び氏名，不正行為の内容，公表時までに行った措置の内容，調査委員の所属及び氏名並びに調査

の方法及び手順とすることを基本とし，その他の情報についても特に公表を控える必要があると認め

られる場合を除き，公表するものとする。 

２ 最高管理責任者は，不正行為がなかったものと認定した場合は，原則として，申立てに係る公表は

行わない。ただし，認定前に当該申立ての内容が学内（調査委員会の委員を除く。）若しくは学外に

漏えいした場合又は論文等に故意によるものではない誤りがあった場合は，不正行為がなかったこと

その他の必要な事項を公表するものとする。 

３ 最高管理責任者は，申立てに係る認定が第16条第３項に該当する場合は，第１項の規定に準じ公表

するものとする。 

（不正行為等に対する措置） 

第33条 最高管理責任者は，不正行為があったものと認定した場合又は申立てに係る認定が第16条第３

項に該当する場合で，処分又は研究環境の改善を行うことが必要であると認めたときは，必要な措置
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を講じるものとする。 

（雑則） 

第34条 この規程に定めるもののほか，不正行為の防止及び不正行為があった場合の措置について必要

な事項は，総長が定める。 

附 則 

（略） 

附 則（平成27年７月１日海大達第208号） 

この規程は，平成27年７月１日から施行する。 

 



学生室２（旧農学部図書館）学生室１（旧農学部図書館）

講義室（食資源研究棟セミナー室） 大講堂（農学部）

資料１２
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ゼミ室３（旧農学部図書館）

ゼミ室１（旧農学部図書館） ゼミ室２（旧農学部図書館）
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